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〈事実の概要〉
　X（原告・被控訴人）は、中度の知的障害や視覚
障害などを負い、昭和63年9月当時Y市（被告・控
訴人）の設置する養護学校高等部2年に在籍して
いたところ、同月22日、学校内で右眼結膜下出血
の傷害を負った。
　X側は、当時職業・家庭科の授業を担当してい
たAが、授業中、集中力を欠いていたXに立腹し、
Xを男子更衣室に連れ込み、後ろからズボンを下
ろしたり右眼を手指で強く押さえる等の体罰を
加え、その結果上記傷害を負わせたと主張した。
これに対し学校側は、Aが個別指導のためXを更
衣室に連れて行ったところ、Xの右眼に充血等を
発見したため個別指導を中止してXを別の教員
に引き渡した、受傷の原因は不明であるが生徒ら
は当日レスリングをやっていた旨主張した。
　X側と学校側は話し合いを続けたものの双方
の主張は平行線を辿ったため、XはYに対し、治療
費や慰謝料を求める訴えを提起したものである。
訴訟では、XがAから体罰を受けたことを証明す
る直接証拠がXの供述を録音したテープ（代理人
弁護士事務所で録音した供述①及び学校で録音
した供述②）のみであったことから、その信用性
が最大の争点として争われた。第1審（名古屋地判
平成5・6・21判時1487号83頁）は、Xの主治医や精
神科医の意見を検討した上で、Xは自己の体験に
基づく具体的事実は長期間記憶することが可能
である、録音テープ内の具体的事実に関する供述
は強調や抑揚が認められるなどとして、録音テー
プの信用性を肯定し、Yに対し慰謝料30万円等の
支払いを命じた。Yが控訴し、控訴審ではAが補
助参加した。

〈判旨〉
　原判決取消し、棄却。
　「供述①は、対立当事者のいない場所における
聞き取り調査であるにもかかわらず、その供述
は、断片的である上、Xが自ら述べると言うより

は、X母に促されて、その意に沿うかのように
（さらには、…おうむがえしに）述べているもので
あって、これだけでは、本件体罰の事実を認める
のに十分であるとはいえない」「供述②は、本件体
罰後7か月経過後の供述であるが、供述①と比較
すると、時期の遅い供述②の方が、X母の援助を
受けられる場面が増えており、また、学校側の質
問に対する回答よりもN弁護士に対する回答の
方が明確であることが際だっており、学習をした
結果ではないかとの疑問が残る上、供述②におい
ても、X母の援助を得て、本件体罰に関する供述
をはじめることができたことと、Xが答えに詰ま
ると側に居るX母の援助を求める傾向は顕著で
あることからすると、供述②もX母の影響下でな
されたものであることは明らかであり、それで
は、その供述のどこまでがその当時のXの記憶
に基づくものか判然としない」「供述②は、いわ
ば骨格だけの供述であり、本件体罰前後のAの行
動、XとAとのやりとり等細部にわたる情景描写
がなされているとは言い難いものがあり、した
がって、それだけでは、Aの本件体罰に至る背景
や動機を解明する手掛かりとしては十分ではな
い」「仮に、Xのような知的障害者は、殊更に虚偽
の事実を述べようとか、体験していない事実を体
験したものとして述べようとする能力にも欠け
るものとしても、本件の場合においては、X供述
にさきに指摘したような数々の疑問点があって、
外部からの影響による記憶の混淆や変容の可能
性のあることは前記認定のとおりであることか
ら…X供述に信用性があるとすることはできな
い」

〈解説−法律家の立場から〉
　本件は、一審でXの請求が認容され、控訴審で
棄却された事例であるが、おそらく知的障害の
ある人の供述の信用性について判断した初めて
の裁判であるため、多くの示唆を含んでいる。
1　裁判においては、本人の供述が非常に重要に

	 1	 供述の信用性——名古屋市立南養護学校体罰事件
	 	 名古屋高裁平成7年11月27日判決
	 	 （平成5年（ネ）第485号損害賠償請求事件）
	 	 （判自147号46頁）
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なる。本人の供述を証拠として出す場合、法廷で
本人に話してもらうほか、本件のように録音テー
プを提出するという方法もある。本人に知的障害
がある場合、この選択が非常に悩ましい。直接法
廷で話すことでリアリティが表現できる半面、法
廷で適切な質問を投げかけなければ適切な回答
が得られない可能性があり、容赦のない反対尋問
では混乱に陥る可能性さえある。また、被害が甚
大である場合二次被害を生むリスクもある。他方
で、録音テープでは供述態度などの臨場感が伝わ
らないという側面がある。本件のX代理人も「初
めてXと話した際のXの興奮ぶり等から、真実を
語っていると感じた」と述べている。その意味で
は、本件後の多くの訴訟ではビデオテープによる
供述内容の録画が活用されている。とはいえ、
やはり本人が法廷で話すことが出来れば印象は
違うし、反対尋問を経て信用性を高めるという意
味もある。この点で、水戸アカス事件（水戸地判
平成16・3・31判時1858号118頁）では、本人尋問の
前に訴訟関係者に尋問における注意事項を書面
で提示し、本人尋問のリスク回避を図っているこ
とが注目される。
　また、テープ録音やビデオ撮影を行う際は、関
係者による誘導が入り込まないように留意する
必要がある。控訴審判決がXの供述を「学習の結
果」「X母の影響下でなされたことは明らか」と判
示していることは行き過ぎであるが、障害につい
て理解のない裁判所は往々にしてこのような判
断に至る。裁判所に障害の理解を深めていくとと
もに、録音・録画においては、事柄の性質上本人か
らの積極的かつ自発的な供述が期待できないこ
ともあろうが、できるだけ本人の自発的発言を
引き出す質問を心がけるべきである。なお、本件
に限らず、本人からの度重なる聞き取りを「学習」
「練習」として信用性減殺に用いる手法は非常に
問題である。本人に知的障害がある場合、事実を
確認するために角度を変えて何度も質問するこ
とが必要であり、尋問の前には本人が適切に質問
に答え、パニックに陥らないよう何度も確認する
ことは当然である。これを信用性のマイナス要
素として捉える姿勢は知的障害に関する無理解
に他ならない。
2　控訴審判決は、Xの供述が細部にわたる情景
描写がなされているものとは言い難く、体罰に至

る背景や動機を解明する手掛かりとして十分で
はない、と述べている。しかし、Xの供述は極め
て具体的であり、詳細な説明や修飾する言葉がな
いにすぎない。この点一審では、動機等につき判
然としない部分はあるものの体罰は認められる
としている。知的障害のある人の供述に細部にわ
たる情景描写や動機・背景事情を窺わせる供述を
要求することは、その特性から困難な事例が多
いところ、その後これらの点を要求せずに事実
を認めている事例もあり、裁判の枠組みからすれ
ばそこまで要求する必然性はないはずである。裁
判所の確立した理解が望まれるところである。
3　本件は、XとXの両親、弁護士2人だけから出発
したものの、口コミ等で支援の輪が広がり、その
後は支援者の協力で精神科医の意見を得ること
ができ、控訴審では当時本件学校の担任をしてい
た教諭が協力を申し出るに至るなど、支援の重要
性を物語る事件である。密室で行われることが多
い本件のような虐待事件において、福祉や教育現
場の実情を知る支援者の協力は何ものにも代え
難い力である。

〈参考文献〉
中谷雄二「密室での体罰−裁判に立つ知的障害児」
障害人権弁護団著・障害児をたたくな（明石書店、

1998）41頁。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
1　知的障害のある人と言っても、本件のように
言葉による断片的なコミュニケーションがかろ
うじて成り立つタイプもいれば、まったく言葉
による表現のない人、言葉でのコミュニケーショ
ンが障害のない人と同じ程度にできるように思
える人などさまざまである。しかし、かなり話
し言葉でコミュニケーションができるように見
えても、障害のない人と同じような意味で言葉を
理解しているのか、自分にどのように有利・不利
になるかを理解した上で話しているのかはわか
らない。また、断片的な言葉しか話せず、一見す
ると意味不明に思えても、重要な真実を表現して
いる場合もある。
　それは、知的障害や自閉症などの発達障害のあ
る人のものごとの認知や記憶や表現の特性に起
因するものでもある。また、障害があることに
よって幼いころからいじめにあったり、相手に
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されなかったり、抑圧的な扱いを受けたりするこ
とによって、無力感を身につけてしまう場合があ
る。こうした障害者が体罰などを受けた際に、自
分に自信が持てずにSOSを表現できない、あき
らめてしまう、などという現象がよく見られる。
　こうした状況にある障害者が自らの被害を表
現するには、信頼できる人が勇気づけたり、励ま
したり、強く誘導するくらいのことをしないとな
かなかできないものである。「学習の結果」「母の
影響下」と控訴審判決は指摘し、それ故に障害者
の供述の信用性を否定しているが、むしろ、自信
を持って話していいのだということを学習し、信
頼できる母親に促されなければ、本当のことを言
えないのだと理解すべきではなか。
2　学校内での体罰や虐待は実際にはこれまでに
も多数明らかになっているが、潜在化した被害は
多数あり、顕在化しても解決に至ったのはそれほ
ど多くないと思われる。①教室という目撃者の少
ない「密室」での出来事であり、発覚が遅れ、立証
することが難しい、②家族が体罰を疑っても、わ
が子を預けている相手（学校、教師）に対して遠慮
したり怯んだりしてものを言えない、③学校に対
して抗議や批判をすると他の親たちから反発さ
れたり、体罰を疑われる教師に対して同情が起こ
り、訴訟になっても嘆願署名の活動が起きたりす
ることがよくある、④学校や教育委員会内に生徒
や親の側に立った苦情解決の仕組みがない−−
などの理由からである。
　本件の原告側弁護人は労働弁護を専門にして
おり、それまで障害者の事件を手がけたことは
なかったという。相談に訪れた原告の母親の素朴
な疑問や怒りを聞いているうちに心を動かされ
たという。一審では障害のある原告の証言の真実
性を認める判決が出て、各地の障害者や関係者を
大いに勇気づけたものである。
　さまざまな専門性や感性を持った弁護士が裁
判所の先入観を壊して、障害者の権利擁護を前進
させていくことを期待したい。

民事
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〈事実の概要〉
　1960 年に東京・浅草で生まれたAは、「軽度」
の知的障害があるとされ、中学卒業後、一般就
労したが、適切な支援がなく、うまく行かず、
19 歳のときに入所施設（七生福祉園）に入所し
た。同施設からラーメン屋、クリーニング屋な
どに通って働いていたが、30 歳のときにアパー
トでの一人暮らしを始めた。しかし、毎日の仕
事の他に食事、掃除、洗濯などの家事をこなし
ていく生活の繰り返しを、常時身近なところに
支援がない状態で続けていくことは難しく、う
まく行かなくなり、35 歳のときに、東京都の措
置（日野市の機関委任事務）により、遠く北海
道の寿都浄恩学園（経営する社会福祉法人は札
幌育成園）に措置入所となった。ところが、同
施設は、終身施設で生活すること（地域生活移
行を念頭に置いていない）を前提に、全入所者
の年金等を父兄互助会経由で全額寄付させ、入
所者の作業収益も全部施設・法人に帰属させる
施設であった。Aは入所直後から、同園での拘
束的な生活を嫌悪していたが、「施設を出たい」
という意思を周囲になかなか把握してもらえず、
入所から 5年余り経過して平成 13年 5月、よう
やく札幌の地域生活支援団体につながり、施設
を出ることができた。その後、Aは札幌で、仲
間や支援者と一緒に地域で生活して、今日に至っ
ている。
　本件は、支援があれば地域で生活できる（現に、
現在札幌で生活している）Aを入所施設に入れ
たこと（入所措置）、しかもその措置先の施設（寿
都浄恩学園）は、利用者の年金や作業収益を横
領し、終身施設生活を強いるような施設であっ
たのに、適切に調査さえしないで措置したこと、
及びAの意思表示を事実上無視して、入所措置
を漫然と継続したこと（5年余）の違法性に基
づく国家賠償請求（慰謝料請求）の訴訟である。

〈判旨〉
　請求棄却。
　「入所措置が…（知的障害者）本人の居住・移
転の自由を大きく制限するものであることから
すれば、…（援護の実施者の）判断が合理的な
ものであることを要することはいうまでもなく、
そこには自ずから一定の限度があるものという
べきである」「本件措置当時（1995 年当時）であっ
ても、知的障害者の福祉を考慮するに当っては、
その社会参加及び地域生活に係る利益について、
十分留意すべきであった」「援護の実施者等にお
いては、被措置者の地域生活に係る利益に留意
しつつ、事案に応じて、当該知的障害者あるい
はその親族等の関係者の意向を聴取する等して、
入所措置の是非を判断することが求められてい
たというべきであり、そうした検討の結果、入
所措置が当該知的障害者の自立及び社会参加を
図る上で必要であり、その福祉に適うと判断し
た場合に、入所措置を選択すべきものと解する
のが相当である。そして、援護の実施者等が、
かかる検討を経ることなく、合理的判断として
許容される範囲を逸脱して入所措置を選択した
場合には、当該措置は国家賠償法上違法の評価
を受けるものというべきある」
　「（行政は）本件措置を行うか否かの判断をす
るにあたり、本件施設で不適切な運営がなされ
るであろう危険性を認識し得たならば、相応の
調査をすべき義務を負うものと解される」
　「（東京都・日野市は）本件施設（寿都浄恩学園）
に対する指導監督権限を有しなくても、本件措
置後、本件施設の不適切な運営実態を認識し得
た場合には、本件措置を解除するか否かを判断
するため、相応の調査をすべき義務を負うもの
と解される」

〈解説−法律家の立場から〉
　福祉サービスの利用に関しては、時代は、「措
置から契約へ」という流れになっているが、措

	 2	 施設・法人が利用者本人の年金や作業収益を当然のように
　　「横領」した——札幌育成園事件
	 	 札幌高裁平成17年10月25日判決
　　　　（平成16年（ネ）第206号・原審:札幌地裁平成14年(ワ)第851号）
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置が残っている部分もあり、また根本的に、障
害者の人間性が尊重された生活に対する支援を
保障することについての公的責任、行政の責任
（市場競争原理では対応しきれない要素があるこ
とは否めないはずである）は、表向きの利用形
態が「契約」という当事者間の合意によるシス
テムになっても、消滅するものではない。その
意味で、本件は、「措置」に関する訴訟ではある
が、現代の契約システムの時代においても、公
的責任・行政の責任を考えていくうえで、一つ
の指標を示す判決と言える。
1　本判決が、入所措置そのものが一般的に人権
制限的な性質を持つことを前提として明確に認
めたうえで、行政の具体的な入所措置判断が適
法と言えるか否かについて、総論として、「合理
性」という一般的・抽象的基準だけでなく、「知
的障害者の社会参加と地域生活に関する利益に
資するかどうかについて留意しなければならな
い」という、一定の具体的基準を示した点は、
重要な意義を持つ。裏を返せば、「知的障害者の
社会参加と地域生活に関する利益を適切に検討
せずに入所措置決定をすることは違法な人権侵
害行為である」と述べているに等しいからであ
る。
　ただ、本件事案に即した各論的な判断部分は
要するに、知的障害者の生活を支援する側の力
不足ないし福祉行政の力不足を、そのまま本人
に責任負担させる形の結論になっており、不当
である。とくに、「Xが入所施設を希望していた」
旨認定されたことは適切でない。支援の不十分
のために地域生活において困難な状況に追い込
まれたXに対し、周囲は、その支援の不十分を
棚に上げて、「入所施設以外に行く所はない」旨
強迫していたに等しい状況があり、Xが自分の
意向・希望を語れる状況ではなかった、という
のが事実である。また、当時（1995 年）の地域
生活支援状況では仕方がなかったというのが判
決の基本的論調であるが、事が人権（幸福追求権、
自己決定権、居住・移転の自由など）に関わる
ものだけに、「仕方がなかった」で済まされる性
質のものではない。そのような事の重大性に関
する一般的認識の低さゆえに、95 年当時だけで
なく、現在に至ってもなお、行動力のある知的
障害者に対する地域生活支援は到底十分とは言

えない（そのために入所施設に入れられてしまっ
ている）場面が多いのである。
2　本判決が総論として、入所措置先の決定に関
して、行政の自由裁量とせず、「不適切な運営が
なされるであろう危険性を認識しえたこと」を
条件として、行政の調査義務を明確に認めた点
には積極的な意義がある。というのは、この論
理で行くと、施設の不適切な運営について利用
者・支援者側が日ごろから積極的に行政に情報
提供しておくと、行政は同施設を措置先として
選択する際に相応の調査する義務を負わざるを
得なくなる、と解されるからである。現在は、「措
置」ではなく「契約」による施設利用が原則となっ
ているが、法人の許認可や費用の面で、実質的
には行政が知的障害者本人側に対し契約利用施
設のメニューを提供している実態があるし、ま
た、措置による部分が残っている場面もあり、
本判決が上記のような条件の下に調査義務を明
確に認めた意義は、現制度下においても大きい、
と思う。
　ただ、本判決の各論的な判断部分は不当であ
る。本件「承諾書」に関しては、札幌育成園は
一貫して「年金等を全額寄付してもらう趣旨の
文書である」旨を公言しており、1995 年当時の
東京都の権利擁護センター「すてっぷ」は同「承
諾書」に一定の危険性を感じて本人の既存の財
産管理状態を維持した経過があり、また、「承諾
書」の存在・意味を検討するまでもなく、札幌
育成園の「入所施設利用者の年金等全額寄付→
これによる施設事業拡大=知的障害者の利益に
資する」という運営方針は少なくとも地元福祉
関係者の間では「公知」に等しい状況であった。
3　本判決は、行政が、入所措置後においても、
措置先の施設で不適切な運営がなされている実
態を認識しえた場合には、措置解除の適否判断
のための相応の調査義務を負う、ということを
明確に認めており、この総論部分は上記 1・2の
総論部分同様、積極的な意義がある。この論理
で行けば、本人・支援者側が、不適切な運営が
なされている実態を認識しうるような情報を、
措置権者たる行政に対し多数提供していけば、
行政としては調査義務を負うことになるからで
ある。
　しかしながら、本判決が各論として、「本人の
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意思表示がなかったので、行政は寿都浄恩学園
の不適切な運営について想起しえなかった」、「日
野市の行った 3回の面接の内容・方法は不当と
までは言えない」と判断したことは極めて不当
である。本判決の趣旨は要するに、知的障害の
ある本人に対し、施設を出ることに関する現実
的な可能性が示されていない前提のもとで、近
くに施設職員がいるような場所・状況下で、10
分〜 15 分の面接を 6年間に 3回行い、その結果
として、本人が施設の運営上の不適切について
語らなかった、だから東京都も日野市も寿都浄
恩学園の問題性（財産横領・労働搾取）を想起
しえなかった、というものである。上記のよう
な粗末な面接の内容・方法とこれに基づく判断
が果たして、給料の支払われるべき「仕事」と
言えるものなのか、甚だ疑問である。本判決の
当該部分は端的に、本件に関する東京都・日野
市の担当者の配慮の無さ、力量不足、無責任な
対応、怠慢について、「現実問題として仕方がな
い」と言っているだけにすぎない。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　この判決を知ったら入所施設の経営者らはド
キッとするに違いない。これほど明確に入所施
設の「犯罪性」を指摘した判決は珍しい。被告
になった札幌育成園はほかの入所施設に比べて
特別に悪質なことをやっていたわけではなく、
一部を除いて、多くの入所施設が大同小異のや
り方をしてきたのだ。
　まず、障害年金は、障害者本人の自立や社会
参加のためにのみ使われるべきであって、親と
いえども生活費などに流用することが許されな
いことは言うまでもない。札幌育成園では全入
所者の年金を父兄互助会経由で全額寄付させて
いた。判決では「このような園の態度は、障害
基礎年金を横領したものとして、不法行為を構
成すると評価せざるを得ない」と言う。障害者
の更生のために国から多額の補助金を得て運営
している施設が、さらに障害者の自立のための
年金まで「横領」しているというのである。最
近は改善されてきたと言われるが、過去には施
設が障害基礎年金を管理したり、施設の傀儡の
ような父兄会が管理したりすることが当たり前
のように行われていた。

　また、原告の障害者は施設の中で更生のため
の作業として、野菜作りや鶏卵採取などをして
いたという。判決は「園は相当金額の作業収益
を上げていたのであるから……障害者の更生に
必要な指導及び訓練といったこととは次元の異
なる、園にとって営利的な事業としての側面が
あったことも否定することはできない」と指摘
する。実際、軽度の障害者を職員の補助のよう
に使っている施設は多い。そもそも入所更生施
設は障害者が地域で生活していくことができる
ように「更生」し、地域に出すことが求められ
ているにもかかわらず、地域生活が十分できる
障害者が入所施設で長期間あるいは一生暮らし
ているのである。
　いったい何のための入所更生施設なのだろう
か。障害者の自立のための年金を横領され、野
菜づくりなどの作業をさせられて、収益は施設
は施設が懐に入れる。まるで刑務所で労役を強
いられているに等しい、と判決は言っているよ
うである。福祉の世界で当たり前のことのよう
にして続けられてきたことが、法律というフィ
ルターを通して見たら「犯罪」のように見える、
というのは入所施設の本質を物語っている。
　障害者の親たちは、親亡き後の不安から入所
施設をつくってそこで障害のある子を保護して
もらおうとする。そんな親の思いを受けて入所
施設は建設され続けてきたと言えるだろう。ひ
とたび施設が作られれば、それを維持、運営す
ることが優先されるようになる。施設で働く職
員たちの生活のことも考えなければならなくな
る。気がついた時には、施設運営のために障害
者は年金を搾取され労役を強いられている。いっ
たい、誰のための施設なのだろうか。
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〈事実の概要〉
　自閉症であったAは、社会福祉法人Y（被告）
が設置する精神薄弱者更生施設に入所して生活
していたところ、平成 4年 3月 14 日朝に自室か
ら行方不明となり、以後大規模な捜索にもかか
わらず発見されずにいたが、12日後の同月26日、
施設職員がボイラーの排煙のため煙突の下部に
取り付けられた煤取り口を開けたところ、Aが
焼死しているのが発見された。Aの両親Xら（原
告）は、Aの死亡は行方不明後の施設の不十分
な捜索の結果等であるとして、Yに対し、園生
委託契約上の債務不履行に基づく損害賠償の訴
えを提起した。
	裁判においてXらは、「施設においては園生が
行方不明になることも多く、園生の生命身体が
危険にさらされることもあるから、園生が行方
不明になったときには、Y職員は速やかに適切
な捜索を行うべき注意義務を負うところ、これ
を怠った（捜索義務違反）」、「Yは、施設の設置
者として、園生の生命身体に危険が生じること
のないよう、必要な施設を設置管理すべき注意
義務を負うところ、これを怠った（管理義務違
反）」、「Yは、施設の設置者として、園生を監護
し、その更生に必要な訓練指導を行うべき注意
義務があった。特に自閉症者の行動様式等につ
いて十分に理解した上、個々の園生の行動をよ
く観察してその行動を予測するとともに、これ
に従った訓練指導を実施すべき立場にあったと
ころ、これを怠った（監護指導義務違反）」など
と主張した。

〈判旨〉
　請求棄却。判決はAの死亡に至る経過につい
て、考えられる仮説を証拠に照らして詳細に検
討したが認定できず、結局Yの注意義務違反を
論ずる前提となるAに対するYの払うべき注意
義務の対象について立証がないとして、Xらの
請求を棄却したが、仮に仮説の一つが事実であ

る場合のYの注意義務違反について念のため論
じるとして、上記Xらの主張について次のとお
り判示した。
　「…を通じてAが煙突内に入り込んだ可能性
までをも考慮してここを捜索すべき注意義務を
Y職員が負うものであるか否かについては、…
予見することは不可能というほかないから、煙
突内部を捜索すべき注意義務をY職員に課すこ
とはできないというべきである。」「Xらは、…
園生の生命身体に危険が生ずることのないよう、
必要な措置を講ずべき施設設置管理上の注意義
務を負って…いたと主張する。この点について
は、確かに、Yは、園生の生命身体の安全を確
保すべき一般的な施設管理上の注意義務を負う
ものということはできる。しかし、Yは、…と
いう措置をとていたものであり、この点におい
てYに注意義務違反があるとはいえない。そし
て、…（仮説	）は、通常これを予見することは
不可能であったといわざるを得ないから、Yに
おいて、そのような事態を念頭においてさらに
何らかの施設管理上の措置をとるべき注意義務
があったということはできない。」「Aの園にお
ける日常生活において、同人が…という異常か
つ危険な行動に及ぶことを予見させるような兆
候が存在したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、Y職員において、Aの行動観察を
怠り、危険行動に出る兆候を見過ごしたとの注
意義務違反をいうXらの主張は、前提を欠き失
当である。」

〈解説−法律家の立場から〉
1　入所施設等では、障がいのある本人との利用
契約を締結するにあたり、契約条項中に本人の
安全・健康管理を盛り込む場合も多い。そうで
なくとも、その性質上、契約に付随する義務と
して信義則上施設側に安全配慮義務が認められ
ることは当然である。本件では、原告が立てた
捜索義務、管理義務及び監護指導義務について

	 3	 施設の捜索義務
	 	 千葉地裁平成11年3月29日判決
　　　		（平成 8年（ワ）第 38 号損害賠償請求事件）
　　　		（判時 1701 号 109 頁）
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は、いずれも安全配慮義務の一内容あるいは同
趣旨の義務と解されるが、施設において発達障
がいを有する者が行方不明になるケースは少な
くなく、このような義務内容の設置は今後の訴
訟においても参考になるであろう。そして、本
判決はこれらの義務について、一般的な義務の
内容としては認めているものと解される。ただ
しこれらの義務は、具体的状況に応じてその内
容が特定されるものであることから、行方不明
になった経過について全く証明ができないよう
な場合には、本件の如く「注意義務の対象につ
いて立証がない」とされてしまう可能性はある。
状況から可能性の高い仮説を立て、あるいは考
えられる仮説を全て挙げることで、そこから導
かれる捜索場所を特定し、あるいは事前に施設
側が行うべき設備上・指導上の義務を特定する
などの努力が必要であろう。
2　本件でYは、Xらの監護指導義務の主張に
ついて、「自閉症者の行動にパターンがあってそ
の行動を観察理解していればその行動は予測可
能であるということは、一般にはいえない」と
反論している。しかし、施設内の日常生活にお
ける指導ないし安全管理において、自閉症特有
の行動様式や本人特有の行動様式に基づき、時
間帯や時期あるいは特徴的な前提事象から本人
の行動を予測し、事前に危険を回避するという
行動は施設職員が日常的に行っているはずであ
る。利用者が行方不明になることを回避するた
め、また、行方不明後の捜索に当たり、日頃か
ら把握している利用者の行動様式等を十分に活
用すべきことは当然であり、仮にこれらの把握
が十分にできていないのであれば、利用者の生
命身体を預かる者としてそのこと自体の責任を
問われるべきであると考える。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　たしかに自閉症の人の行動は一般人からみて
予測がつかないように思えることが珍しくはな
い。自閉症児・者が行方不明になり、警察を巻
き込んで大捜索をしたところ、電車を乗り継い
で東京から九州まで一人で行ったところを保護
されたなどということは現在でも時々起きてい
る。
　施設内においても自閉症の人の行動に職員が

振り回されるというようなことはよく見られる
のであり、不慮の事故に対してどのような対策
を講じることができるのか、できないのだとす
ればリスクの高い人の利用を回避することがで
きるのか、ということは施設を運営する側にとっ
ては悩ましい問題であろう。
　一方、自閉症の子を預ける家族にとってみれ
ば、予測できない行動をする特性があり不慮の
事故にあうリスクがあるからこそ専門性を備え
た施設に預けるのであり、だからこそ施設には
公費が投じられているのであり、一般的な注意
義務しか施設が負わないとされたのでは納得で
きない、ということにはならないだろうか。し
かも、本件の場合は施設を抜け出して行方不明
になったのではなく、まさに施設の管理責任の
範囲内である施設の敷地内で死亡しているのを
発見されたのである。一般の感覚ではたしかに
煙突の中に人が入るなどということは予測しに
くいかもしれないが、自閉症の人の行動特性に
詳しい立場からするとまったく予測できなかっ
たことなのかどうかは疑問の余地がある。
　また、真に予測できない行動だったのかどう
かという点も疑問を呈する専門家はいるだろう。
自閉症の人の生活歴や生育歴や日常の行動特性
などを観察、分析し、個別支援の在り方を研究
することを被告側施設は十分に果たしていたの
だろうか。<煙突の中に入りこんで亡くなるな
んて誰も予測できるわけがない>という一般論
に引きずられて自閉症の人の行動特性を見落と
し、自閉症の人を処遇する施設の注意義務を軽
く見たのでは、自閉症の人の尊厳を貶め、施設
の専門性の向上を図ることを放棄することにつ
ながりはしないだろうか。
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〈事実の概要〉
　Aは昭和 39 年生、「愛の手帳」3度と判定さ
れている知的障害者であるところ、平成 6年 1
月 12 日に禁治産宣告を受け、実父 Bが後見人
に選任された。Aは平成 7年 4月 19 日から平成
9年 6月 16 日までの間、X（被告法人経営。以下、
本件施設という）本件施設に入所し、生活して
いたが、原告が本件施設に入所中に他の入所利
用者から暴行を受けるなどしたことから、被告
には安全配慮義務違反があったとして、慰謝料
の支払を求めた事案である。

〈判旨〉
　一部認容（控訴審にて和解）。
	「原告は、……P又は Q（他の利用者）から、
本件施設の入所中に少なからぬ回数の暴行を受
け、負傷することもあった事実を認めることが
できる。」	
　	「被告の設置運営にかかるXは、知的障害者
更生施設として、利用者（知的障害者）を施設
に収容し、その処遇を通して利用者の更生、自
立を援護、指導するものであり、施設内におい
て利用者が日常的な生活を営むものであるから、
施設の設置運営者たる被告は、施設の利用者に
対し、利用者が施設利用中に負傷したり事故に
遭遇したりしないように配慮すべき利用契約上
の義務（安全配慮義務）を負担しているものと
解すべきである。」	
　	「もっとも、上記のとおり、知的障害者更生
施設の目的が知的障害者の更生、自立を援護、
指導することにあることに鑑みれば、施設入所
者においても集団的ないし社会的な生活や処遇
が望ましいというべきであり、そのような処遇
等を遂行する上で通常伴うような他の施設入所
者とのいさかいないしこれに伴う有形力の行使
があったからといって、直ちにこれをもって施
設運営者の義務違反を問うことはできないとい
うべきである。（ちなみに、甲第 8号証『精神薄

弱施設運営の手引き』では、〈施設の入所者の集
団は、行動が一人ひとり違う人たちで構成され
ていることをまず銘記しておくことが安全管理
の基本である〉としつつ、他方で、〈事故を思う
あまりに、指導・訓練に積極性を失うことのな
いように努める。また、安全に対する指導に努
める。〉〈安全を、いたずらに入所者の行動の制
限により保持するのではなく、暖かい配慮のあ
る工夫により保つことが望まれる。〉旨指摘して
いる。）」	
　「本件施設の開所後間もなくの時期に発生した
事故」については、「本件施設の入所者の性格、
行動等について本件施設の職員が十分に把握で
きていたと認めることはできず、その他、本件
施設の職員において当該態様の事故が発生する
ことを予見し得たものというべき事情を認める
に足りる証拠はない。しかし、Q又は Pによる
その後の暴行は、長期間に及んでいたものであ
る上、原告父が折りに触れて本件施設の職員に
申告して注意を促していたこと等に鑑みると、
当該暴行が、特にQによる暴行がその場所等に
おいて本件施設の職員による通常の監視によっ
ては発見しにくいものであったとしても、その
発生を十分に予見し得たものというべきであり、
本件施設の職員としては、Qと原告との居室の
位置を変更した上Qが原告と接触する機会を物
理的に制限する等の対策を講ずることも可能で
あったとみられるのに、有効な手段を講ずるこ
とがなく、また、Pについても、対策を検討、
指示していた事実は認められるものの、その実
施において不十分であったというべきであり、
以上の点で、被告には安全配慮義務違反があっ
たというべきである。

〈解説−法律家の立場から〉
　安全配慮義務とは、ある法律関係（例えば、
雇用関係、在学関係）に基づいて特別な社会的
接触の関係に入った当事者間において、当該法

	 4	 施設には利用者間のトラブルに関しても責任がある
　　——大島事件
	 	 平成14年1月29日	東京地方裁判所判決
　　　		（平成 12 年（ワ）第 5845 号）
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律関係の付随義務として信義則上一般的に認め
られるものである（最判昭 50.2.25 民集 29 巻 2
号 143 頁）。その具体的内容は、職種、地位及び
安全配慮義務が問題になる当該具体的状況等に
よって異なる（前記同判例）。
　施設利用者間のトラブルに関する、施設の安
全配慮義務については、類似例として学校事故
に関連する裁判例は多いが、主として事故発生
の予見可能性が論点になる（実務判例「解説学
校事故」（伊藤進・織田博子著、株式会社三省堂
発行）参照）。
　本件は、障害者への福祉サービス提供がいわ
ゆる「措置」によって提供されていた時代の裁
判例である。しかし、「契約関係類似の義務」と
して施設の利用者に対する安全配慮義務を認め
ている。福祉サービスの提供・利用関係に付随
する義務と認定されたわけである。「契約」によ
る福祉サービス提供が一般化している今日にお
いては、本裁判例の趣旨はより確実にあてはま
るものと思われる。すなわち、契約書等に何ら
かの記載がなくても、施設は、利用者間のトラ
ブルに関して、一定の要件のもとに、法的な責
任（安全配慮義務）を負う場合がある、という
ことである。	　
　そして本判決は、その要件に関して、〈集団的
ないし社会的な生活や処遇を遂行する上で通常
伴うような他の施設入所者間のトラブルが生じ
ても直ちに施設運営者の義務違反を問うことは
できない〉としつつ、〈長期間に及ぶトラブルで、
施設の職員に注意を促されていた状況があり、
トラブルの発生が十分に予見し得たものであり、
居室の位置を変更して、トラブル当事者たる利
用者間の接触機会を物理的に制限する等の対策
を講ずることも可能であったのに、有効な手段
を講じなかった（対策を検討、指示しても、そ
の実施で不十分であった）場合〉には、施設が
利用者間のトラブルについて法的な責任（安全
配慮義務）を負うものとしている。
	　理論的には当然とも言えるが、現実的には、
特定の施設利用者間の人間関係において、トラ
ブルが継続的に起きることはよく見られること
（いわゆる相性の問題もあろう）であり、そのト
ラブル解消の対策実施を怠って、「利用者間の問
題だから」と思って安易に放置していると、施

設が法的責任を問われることがある、というこ
とを明確にした裁判例として、有意義な裁判例
であると思われる。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　施設の中で障害者が職員から体罰や虐待を受
けたという場合よりも、利用者間のトラブルで
負傷した、精神的なダメージを負った、通所で
きなくなったというケースの方が日常的によく
聞かれる。どのような集団でも相性の悪い人と
の行き違いや感情的なもつれは付きものなのだ
が、知的障害のある人のように当事者間で問題
を解決することが難しく、また、ささいなこと
が施設利用を断念せざるを得ないような状況に
直結しかねないことはよくある。
　また、利用者間のトラブルの場合、加害者側
の障害者にもさまざまな問題があるからこそ施
設を利用しているのであり、単に当事者間のト
ラブルのみ取り上げて、<加害者=悪 >と決め
つけて施設利用の中止などのペナルティを課す
ことが妥当だとは思えない。措置時代から、入
所施設の中には行動が乱暴だったりして手間の
かかる障害者は敬遠し、処遇が楽で管理しやす
い障害者を選んで入所するようはたらきかけて
いたところが現実にある。契約制度になってか
らは行政による指導はあるとはいえ、さらに巧
妙にこうした傾向が強くなったとの観測もあり、
入所者間でトラブルを起こしやすいような障害
者は施設から敬遠されがちになる。むしろ良心
的な施設ほどこうした手間のかかる障害者を受
け入れることになり、トラブルが起きたからと
いって利用を中止するわけにもいかず、結果的
に被害者側ががまんをする・泣き寝入りをする、
ということになりやすいと言えるのかもしれな
い。
　しかし、被害者にとってみれば理不尽なこと
ではないか。障害者は施設などの福祉サービス
を受ける際に、権利侵害を受けないこと、適切
なサービスを提供されることを権利として持つ
はずである。そのために利用者負担だって払っ
ているのだ。利用者同士のトラブルが私人間の
紛争のように扱われ、施設の管理責任が棚上げ
されて泣き寝入りを強いられるのはやはり納得
できないというべきだろう。加害者側の障害者
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にどのような事情があるのか、どのような障害
特性があるのかを把握して適切な支援を行うの
は施設の責任であり、そのために他の利用者の
権利が侵されるような事態が生じたのであれば、
当然に施設の安全配慮に何らかの問題があった
と考えざるを得ない。
　本件の場合には加害者からの暴行が過去に何
度もあったことを施設職員が知っており、記録
にまで書いてありながら適切な処置を怠ったと
いうもので、到底施設の安全配慮義務が免れる
はずがないだろう。

〈参考文献〉
「民事要件事実講座」第3巻（総括編集者伊藤滋夫、株
式会社青林書院発行）p482〜p502「安全配慮義務」

（高橋譲論文）、実務判例「解説学校事故」（伊藤進・織
田博子著、株式会社三省堂発行）、民間社会福祉施設

運営の手引（東京都社会福祉協議会編集） 
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〈事実の概要〉
　Aは、約 18年間、七生福祉園（現在は東京都
社会福祉事業団が経営している知的障害者更生
施設）の入所利用者であったが、同園入所利用中、
入浴中に浴槽内で溺死した。
　Aは 30 代半ばの男性で、「愛の手帳」3度の
知的障害者であった。Aは「レボトミン」名の
向精神病薬を継続的に服用しており、その副作
用と思われる「眼球上転発作」がしばしば生じ
ていた。眼球上転発作が生じると、Aは動きを
止めるか、緩慢にしていたが、意識の低下につ
いては顕著には見られなかった。なお、Aには「て
んかん発作」もあるとされていたが、Aにおい
ては本件事故当時、「てんかん」による発作と断
定できるような症状はなかった。
　Aは約 18年もの長期にわたって七生福祉園に
入所していたので、七生福祉園職員らは同人の
生活実態、障害や発作の特性、投薬内容などに
ついて熟知していた。そのようなAについて、
「入浴時」という危険が十分に予想される生活場
面で、本件死亡事故は発生した。
　なお、七生福祉園においては、本件発生の 1
年 9月前にも、利用者の死亡事故が発生してい
た。利用者の死亡事故が発生してから 2年も経
過していない時点で、「入浴時」という、危険性
が十分に予想される生活場面において、再び死
亡事故が発生したわけである。

〈判旨〉
　請求棄却。
　「Aについては、……七生福祉園の職員の介助
を受けることなく単独入浴を行うことができて
いたことに照らすと、その単独入浴が直ちに溺
死につながると予見することはできないから、
他に、入浴時の溺死を予見させるような特段の
事情がない限り、……七生福祉園の職員が、A
と一緒に入浴し、これができないときは、5〜
10 分ごとにAの入浴状況を目で見て確認する

か、少なくとも 5〜 10 分ごとにAに声を掛け
る必要があったとは認められず、被告ないし七
生福祉園の職員にかかる義務があったというこ
とはできない。」

〈解説−法律家の立場から〉
　要するに、「Aは身辺自立度が高く、眼球上転
発作時にも意識障害はなかったのだから、職員
らとしては、身長 170 センチのAが、深さ 60
センチのフロで溺死することなど、予想できな
かった。」というのが裁判所の判断である。「入
所施設に法的に要求される安全配慮のレベルは
その程度である。」というのが裁判所の判断であ
る。
　しかし、「入浴」は施設生活において最も危険
な場面であり、そこではどのような突発事故が
起きるかわからない。それゆえ、支援のプロで
ある施設・職員は予期せぬ事態の発生に備えて
最大の緊張と注意を払うべきである。それが福
祉界の常識と思われる。しかも七生福祉園は、
元都立施設であり、人員的には決して恵まれて
いない施設ではない。Aさんの入浴は、いわゆ
る「カラスの行水」で、せいぜい 10分程度で入
浴を終了するのが通常だった、という。Aさん
の眼球上転発作は、街を歩いているときに突然
発生することもあった、ということだが、Aさ
んはしばしば 1人で街に出て、普通かかる時間
の倍くらいの時間がかかって帰園していた、と
いう。また、施設内のフロで溺死したのに、死
因は見当もつかない（つけようともしない）、解
剖もしない、という対応は、福祉の専門性の否
定ではないか。
　入所施設は確実に自宅よりも危険である。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　もしも保育園や幼稚園で子どもがプールで溺
死する事故があったらどのようなことになるだ
ろう。マスコミは保育園や幼稚園の管理や運営

	 5	「施設なら安心・安全」は神話です
　　——七生福祉園事件
	 	 東京地裁平成16年11月18日判決
　　　		（平成15年（ワ）第21846号）
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に何らかの手落ちがあったのではないかと追及
し、その声に押されて警察当局も管理責任がな
かったかどうか捜査を始めるかもしれない。刑
事責任は問われないとしても、行政当局は何ら
かの処分や再発防止について対応を迫られるだ
ろう。被害にあった園児の親は管理者を相手に
損害賠償請求訴訟を起こす可能性も高いのでは
ないだろうか。
　ところが、この七生福祉園事件が発生した際
はこのような世間の反応は一切起きなかった。
被害者の親ですら、長年施設にお世話になった
のだからと抗議どころか原因の究明すらしよう
とはしなかったのである。
　〈可哀そうな障害者の面倒を見ている奇特な
人々〉。知的障害者の施設で働く職員たちはこの
ような目で見られてきたのではなかったか。親
は知的障害の子が生まれてから、自らの中にあ
る障害への偏見によって不幸を背負った不運を
恨んだりするものである。親戚や知人らから心
ない言葉を投げかけられたり、善意ではあるが
神経を逆なでするようなアドバイスに傷つけら
れる。行く先々で好奇の目を向けられ、なんと
なく汚いものを扱うような空気を感じることも
よくある。
　そのような日々の経験が、障害のある子を預
けた相手に対して過剰に恩を感じ、無意識のう
ちに卑屈な態度にさせるのである。施設内での
体罰や虐待が発覚した時、保護者たちは被害に
あっているわが子を守るのではなく、わが子を
傷つけている施設を擁護する立場に自らを置く
ことがままあるのはそうした事情を抜きに考え
ることはできない。
　しかし、どんな親だってわが子が傷つけられ
て心中穏やかでいられる人はいないはずである。
ましてや施設の風呂の中で溺死したことに対し
て、何の疑問も怒りも感じないわけがない。本
件は被害者と生前交流のあった知的障害の仲間
やその支援者らの働きかけによって、被害者の
親が本来感じるであろう施設に対する疑問や怒
りに目覚め、訴訟につながったケースである。
　てんかん発作があり、そのための薬を常時服
用している障害者にとって風呂は最もリスクの
高い場所であることは障害者福祉に携わってい
る人の間では常識であろう。18 年間にわたって
事故がなかったからといって、こうした注意を

払うことを怠った施設の責任は重いと思わざる
を得ない。入所施設の専門性とはいったい何な
のだろう。このような事故の責任が不問に付さ
れるのであれば、何のために公費を施設に投じ
て障害者の福祉を委ねているのだろうか。裁判
所も〈可哀そうな障害者の面倒を見ている奇特
な人々〉という幻想に惑わされているとしか思
えない。こうした幻想は障害者の人格を否定す
るところに生まれるのである。
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〈事実の概要〉
　X（原告）は、自閉症的特徴を伴う広汎性発
達障害及び精神発達障害を原因とする中軽度の
知的障害を有し、本件当時 6歳であった。Xは
極度の偏食があったため、保育園通園当時、給
食を無理強いする食事指導がトラウマとなり、
PTSDを発症していた。X母はXが本件小学校
に入学するにあたり、校長やB教諭らにそれま
での経緯とともに、Xが極度の偏食であること、
強制はしてはならず本人がやりたいと思うまで
待つべきこと、担任との信頼関係が一番大切で
あることなどを伝えた。また、B教諭らはXの
入学前にX宅を訪問したり、Xと面談したり、
Xが通園していた知的障害児施設に訪問して配
慮事項について聞き取りをするなどしていた。
その後、B教諭らからA教諭とC教諭が引き継
ぎを受けたが、A教諭はXが保育園時代に虐待
を受けたと認識したものの、給食についての配
慮を認識していなかったため、A教諭による給
食の無理強い（Xのスプーンにおかずを乗せて
食べることを勧めるなどの給食指導）がなされ、
Xが不登校に至り、PTSDが再発した。
　そこでXは、A教諭及び校長の安全配慮義務
違反等を理由に、これらを監督する大阪市に対
し損害賠償請求の訴えを提起した。また、Xは
PTSDの再発により本件小学校に通学すること
ができなくなったため指定外就学を申請したも
のの、教育委員会がこれを拒否したため、Xは
同措置を裁量逸脱行為として、教育委員会を設
置する大阪市に対しても損害賠償を求めた。

〈判旨〉
　一部認容（校長の安全配慮義務違反を認めた）、
一部棄却（確定）。
「A教諭は、Xが広汎性発達障害であることは認
識していたところ、Xの偏食がその発達障害に
よるものである可能性は認識すべきであったと
いうべきである。しかしながら、この点を考慮

に入れたとしても、当時のA教諭の認識内容等
……において、A教諭が……おかずをスプーン
に載せて勧めることが、無理に食べさせること
になり、後記のようにPTSDを発症した状況を
再体験させることになるとの認識を持つに至る
ことは困難である。そして、このような認識の
ない状態で、前記のような給食指導をすること
は、適法な範囲を超えるものとはいい難い。」
「学校の教師は、学校における教育活動により生
ずるおそれのある危険から児童・生徒を保護す
べき義務を負うところ、障害等を有する児童に
ついては、より細やかな配慮を必要とし、また、
配慮すべき事項は個々の児童によって全く異な
るのであるから、前記のような学級保障の体制
を採用する以上、学校長は、当該小学校を管理
する者として、障害等を有する児童を普通学級
に受け入れて指導するに当たり、保護者から当
該児童について配慮すべき事項を十分に聞き取
り、当該児童を受け入れる普通学級の担当教諭
はいうまでもなく、当該児童の指導を補助すべ
き養護学級担当教諭が、当該事項をそれぞれ知
り、また、各教諭間において十分な連絡がなさ
れる体制を確立すべき義務を負うというべきで
ある。」「以上の事実関係のもとにおいて、本件
小学校長としては、単に、Xの保護者である母
親の説明を聞くにとどまらず、学校側から、さ
らに詳細な聞き取りを積極的に行い、Xの状態
を把握して、各教育現場において注意すべき事
項を体系立てて整理し、自閉症の児童の特徴等
と併せて、学級担任、養護学級担当教諭に周知
する体制を整える義務を負っているというべき
である。しかしながら、実際には、B教諭らは、
母親やこどもの家の園長、保育士から説明を受
けたにとどまり、聞き取った事項についても、
A教諭らに十分な引継ぎはなされなかった。ま
た、A教諭は、自閉症の児童の特徴についての
知識を有していなかった。よって、本件小学校
長には、Xの状態、配慮すべき事項について、

	 6	 教育現場における安全配慮義務
	　　　　大阪地裁平成17年11月4日判決
　　　　（平成 15 年（ワ）第 4510 号損害賠償請求事件）
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十分な聞き取りを行い、自閉的特徴と併せて、
A教諭らに周知する体制を整えるべき義務があ
るのにこれを怠った過失があるというべきであ
る。」
「母親は、本件小学校に対し、単に……などを抽
象的に説明するにとどまらず、……Xが PTSD
にり患しており、どのような状況でフラッシュ
バックやパニックを起こすかということ等をよ
り具体的、詳細な説明をすべきであったという
べきである。以上から、本件においては、母親
の本件小学校に対する説明が十分になされな
かったこともXの PTSDの悪化に寄与している
というべきであり、6割の過失相殺を認めるの
が相当である。」

〈解説−法律家の立場から〉
1　本判決は、一般的な安全配慮義務を前提とし
て、「障害等を有する児童については、より細や
かな配慮を必要とし、また、配慮すべき事項は
個々の児童によって全く異なる」ことを理由に、
学校長が、保護者から当該児童の配慮事項を十
分に聞き取り、担当教諭間に周知させるための
体制を確立する義務を負うと判示した。個別情
報の引継ぎの重要性を再認識させられる判示で
あり、かつ学校長にかかる体制の確立を要求し
た当該判決の意義は大きい。また、その内容は単
に聞き取った事実の情報交換だけではなく、担
任が自閉症の児童についての知識を有していな
かったことに着目し、自閉的特徴も併せて教諭
らに周知する必要があったにもかかわらずこれ
を怠ったと結論づけており、学校長としての個々
の児童の障害特性に応じた指導ないし研修を義
務づけているものと解される。学校側がとるべ
き措置の前提として障害に関する知識を備えて
いる必要があるとする点は、当然のことではあ
るものの、裁判所が障害について理解をした上
での判断として大変評価できるところである。
2　2006 年 12 月 13 日、国連では障害のある人
の権利に関する条約が採択された。ここでは障
害のある人に対して他の者との平等を基礎とし
て権利享有及び行使の機会を確保するための必
要かつ適当な調整等である「合理的配慮」が規
定され、教育の項（24 条）でもまた「個人が必
要とするものに対する合理的配慮」を確保する

ことなどが要求されているところである。本判
決は、安全配慮義務について論じているものの、
「障害等を有する児童については、より細やかな
配慮を必要とし、また、配慮すべき事項は個々
の児童によって全く異なるのであるから…」と
するように、その内容はXの障害特性やこれに
基づく個別事情を相当程度考慮した上で構築さ
れており、その意味でかかる合理的配慮義務の
概念の趣旨を取り入れたものと評価できる。
3　Xは、この件を機に人形に対して無理やりご
飯を口に入れて食べさせようとする遊びを頻繁
にするようになり、PTSDを再発させ、また、
本件小学校には行けなくなりフリースクールに
通うに至った。母親は判決後、次のように述べ
ている。「今回の判決を受けて、学校等で、息子
のような目に遭っている子どもたちが、少しで
も減ってくれればうれしいです。無理解な社会
の中で幼少時代を過ごし、少年期に犯罪を犯し
てしまった発達障害児を、世間は責めることし
かしない世の中で、少しでもそういう子どもた
ちを創り出さない社会の風潮が生まれてくれた
らと、人形を痛めつける息子の姿を見るたびに
思っています。」今回の判決が、障害のある人へ
の配慮を正面から要求した意義は、当事者にとっ
ても大きなものであったといえるであろう。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　自閉症という障害をめぐっては「親のしつけ
が悪い」「親の愛情が不足している」などの間違っ
た考え方が古くからあり、それが自閉症児の家
族を追いつめ、傷つけてきた。さすがにこのよ
うな誤った知識は現在では払しょくされたと言
われているが、本件のような事案を見るとはた
してどうなのだろうかと考えてしまう。障害の
ない子のしつけや教育を基準に考えていたので
は、自閉症児に対して的確な対応をすることは
無理である。
　本件も教諭らは自閉症児の偏食とその対応に
対して、障害のない子にみられる偏食という概
念から離れることができていなかったのではな
いかと思われる。だから、それを親からの聞き
取り聴取で受け止めていたにもかかわらず、重
く受け止めずに連絡に齟齬をきたしていたので
はなかったか。教諭らにとってみれば、そんな
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に無理強いして食べさせたのではなく、スプー
ンにおかずを載せて食べるよう勧めただけだと
思っているのかもしれない。判決でも「前記の
ような給食指導をすることは、適法な範囲を超
えるとは言い難い」と言う。しかし、障害のな
い一般の児童に対する給食指導を基本にした考
えに捕らわれているからそのような判断に陥る
のであって、自閉症児に特有な反応としてみら
れる、特別なものへのこだわり、フラッシュバッ
クなどへの理解を欠いているとしか思えない。
　特別支援教育の理念は、発達障害のような特
別な配慮の必要な子どもへの教職員の理解を進
めて、より統合された教育環境の中で個別支援
を受けられるようにすることではなかったか。
ところが、特別支援教育が始まってから、特別
支援学校（養護学校）への希望者が殺到して生
徒があふれ返っているのが現状だ。
　特別支援学校（養護学校）が自閉症などの発
達障害児の教育に万全の体制を敷いているとは
到底思えないが、本件のような普通学級におけ
る無理解の現状を見ると、特別支援学校を求め
る親の気持ちが分かるような気がする。

〈参考文献〉
辻川佳乃「『給食無理強い』賠償命令!」手をつなぐ

2006 年 1 月号
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〈事実の概要〉
　Aは、IQ65 ないし 70程度の知的障害を有し、
養護学校卒業後、製綿・縫製加工等を業とする
Y会社（被告・控訴人）と雇用契約を締結し、
同社内にある従業員寮に入寮し住み込みで敷地
内の工場で働いていた。
昭和 53年 12 月 30 日、Y会社は年末年始の休暇
に入ったが、Aは帰宅する場所がなかったため、
会社はAが寮で休暇を過ごすことを許可してい
た。同日、寮内にはA一人が残っていたところ、
Aの部屋から出火し、たまたま工場内で作業を
していた従業員Bが警報ベルにより現場に駆け
つけ、消火活動に当たるとともに、未だ火勢が
強くない段階でAに対し具体的な出口を指さし
外に出るように指示したが、Aは一旦外に出た
ものの別の場所に立ち戻り、その場で焼死した。
　そこで、Aの両親であるXら（原告・被控訴人）
は、Y会社の履行補助者である従業員Bが避難
の指示を与えるだけでなく、Aを連れ出したり
避難を確認するなどをしなかった過失があると
して、Y会社に対し、安全配慮義務違反に基づ
く損害賠償を請求した。一審（京都地判昭和
58・1・31）は Xらの請求を認容したため、Y
会社が控訴。

〈判旨〉
　原判決取消し、棄却。
結論としては、当時の火災の状況やAの特性を
理由に、従業員Bが消火活動を中止してAを外
に連れ出す義務はないとしてYの責任を否定し
たが、一般論としては次のとおり判示した。
　「一般的に、使用者は労働者に対し、労働契約
又は雇用契約に付随する信義則上の義務として、
その生命、健康を危険から保護すべき義務があ
り、その具体的内容は当該契約における契約内
容、労働者のおかれている具体的状況に応じて
決定されるべきものであるところ、本件の如く、
精神薄弱者が会社敷地内の寮に住込みで稼働す

る場合には、精神薄弱者は正常者に比較して判
断力、注意力、行動力が劣るものであるから、
会社施設の火災など不測の事態が発生したよう
な場合、それが仮令休暇中当該寮から発生した
ものであっても、精神薄弱者の生命、身体を危
険から保護するため、その精神薄弱の程度に応
じた適切な方法手段によって安全な場所に避難
させ、危難を回避することができるようにする
安全配慮義務があるというべきである。」

〈解説−法律家の立場から〉
　安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて
特別な社会的接触の関係に入った当事者間にお
いて、当該法律関係の付随義務として当事者の
一方又は双方が相手方に対して信義則上負担す
る義務とされているが、この点のリーディング
ケースとなった最高裁昭和 50 年 2 月 25 日第三
小法廷判決（民集 29巻 2号 143 頁）もまた「安
全配慮義務の具体的内容は……安全配慮義務が
問題となる当該具体的状況によって異なるべき
もの」としている。
　本件の判示内容では、火災の具体的状況や現
場の地理的状況が明らかではなく結論について
言及することは適切ではないと考えているが、
一般論として、知的障害の特性を踏まえた安全
配慮義務を要求したことは有意義である。
　また、知的障害のある人で社内の寮に住込み
で働く人たちは多く、身寄りがなくあるいは高
齢で休暇中に帰るところがない人たちも多い。
本判決が、会社施設の火災など不測の事態が発
生したような場合は、それがたとえ休暇中であっ
たとしても会社の安全配慮義務の範疇にあると
した意義は大きい。
　あくまでケースバイケースであるが、本人の
避難を最終的に確認するまで安全配慮義務は免
れない場合も少なくないであろう。また、そも
そも避難訓練等が適切に実施されていたか、消
火・避難設備が整備されていたか、休日の見守

	 7	 使用者の安全配慮義務①
　　　　

——小西縫製工業事件
	 	 大阪高裁昭和58年10月14日判決
　　　		（昭和 58 年（ネ）第 432 号、1040 号損害賠償請求事件）（労判 419 号 28 頁）
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り体制が管理されていたか等も安全配慮義務の
内容として捉えられるべきであり、ここにも障
害の特性を十分に踏まえた高度な義務の構築が
なされるべきである。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　戦後の焼け跡から復興期にかけて、軽度の知
的障害の人たちは地域の中小企業の経営者たち
が職親となって働く場と生活する場を提供され
てきた面が大きい。安い給料ではあるが住み込
みで働き、飢えや雨露をしのいできたのである。
公的な障害者の福祉制度などほとんどなかった
時代、こうした篤志家によって障害者が守られ
てきたことは否定できない。
　ただし、中小企業に住み込みで働く知的障害
者は高度成長からバブルを経て現在に至るまで
相変わらず多く見られ、公的な障害者福祉制度
がそれなりに充実してきても、相変わらず昔な
がらの劣悪な労働環境や住環境で賃金も安いま
まに抑えられてきたところが多い。アカス紙器
事件やサングループ事件などにみられるように、
障害者雇用を進めるための助成金制度や優遇措
置制度を悪用し、障害者の賃金や年金までもピ
ンはねしている事例がいくつも明らかになった。
　チェック機能が働かず、障害者の家族の側も
働く場や住まいを確保してもらえるだけであり
がたいという思いに縛られて、少々のことには
目をつぶって来たのではなかったか。行政当局
もそうした家族の態度をいいことに障害者本人
の権利を守る努力を怠ってきたと言える。
　本件のような年末年始の休暇中の火災という
不測の事態に対して会社側がどの程度の安全配
慮義務があるかを問われたケースは珍しい。火
災があった昭和 53年という時代状況、障害者福
祉のレベルを考えると一審が原告の請求を容認
したことは評価に値する。現在は障害者を雇用
する会社にはさらに助成制度や優遇措置が充実
してきているのであり、それに見合うだけの高
度な安全配慮義務が要求されてもいいのではな
いか。障害者自立支援法は障害者の一般就労を
進めてきた。障害者を福祉を受ける立場から、
働いて税金を払う立場へと変えていこうという
のであれば、行政当局にも企業で働く障害者の
権利を守るための制度やチェックを充実させて

いく責任がある。
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〈事実の概要〉
　知的障害を有するA（42 歳）は、リネンサプ
ライ等の経営等をするY1社（被告）に雇用さ
れ I 事業所に勤務していたが、平成 12 年 3 月
24 日、Y1 事業所内に設置された業務用の連続
式大型自動洗濯・乾燥機に洗濯物が詰まったた
め、Aが機械内に入り詰まった洗濯物を取り除
いたところ運転が再開されたためAは機械に巻
き込まれ、頭蓋内損傷等の傷害を負い、これが
原因で同月 28日に死亡した。
　そこで、Aの親であるXは、Y1 社の代表取
締役であるY2（社長）及びY3（副社長）に対し、
同人らがAに対しAが本件機械を操作するに
際してその生命・身体に危険を生じさせないよ
うに安全に配慮し、必要な措置を講ずべき義務
を負っていたのにこれを怠ったとして、民法
709 条に基づく不法行為を負い、また、Y1 は、
旧商法 261 条 3 項、同法 78 条 2 項、民法 44 条
1 項に基づき、Y1の代表取締役であるY2及び
Y3の不法行為につき責任を負うとして、本件訴
えを提起した。Yらは、Aの経歴・能力からす
れば機械操作を理解し緊急時に一人で対応でき
た、本件機械の瑕疵はYらはもちろん機械メー
カーでさえ知らなかったなどと主張した。

〈判旨〉
　一部認容、一部棄却。
　「Y1社は、Aとの雇用契約に基づき、Aに対し、
労務を提供する過程において発生する危険から
Aの生命及び身体を保護するように配慮すべき
安全配慮義務を負う」
　「Y2及びY3の地位及び担当業務の内容、Y1
社の規模、I事業所・工場のY1社の業務におけ
る重要性、Y2及びY3の I 事業所・工場の業務
への関与の度合い等に鑑みれば、Y2及びY3は、
Y1社の代表取締役としての職責上、Y1社にお
いて、労働者が職場において安全に労務を提供
することができるように、人的・物的労働環境

を整備すべき安全配慮義務を負っていたものと
いうべきである。すなわち、Y2及びY3は、Y1
社の労働者たるAに対し、Aが I事業所・工場
で作業に従事するにつき、その生命・身体に危
害が及ぶことがないように、機械設備その他の
物的設備を整備し、管理者をして工場内を巡視
させる等工場内の機械設備や労働者の行ってい
る作業方法等に危険がないかを確認し、危険を
見いだした場合にはこれを防止するために直ち
に必要な措置をとるなど安全管理態勢を整備し、
また、担当する機械の取扱方法、作業手順、機
械の仕組み、洗濯物が詰まるなどのトラブル時
の対処方法、作業上及び安全上の注意事項等に
ついて安全教育を行い、緊急時に適切な指導・
監督を受けられるような人員配置や人的なサ
ポート体制の整備等を図るべきであった」「とり
あえずひととおり、機械の運転方法について説
明したのみで、自動洗濯ラインの仕組みやトラ
ブル時の対処方法、作業上及び安全上の注意事
項については、何ら具体的な説明・注意を行わ
なかった。また…Aが…機械操作にも習熟して
いたとはいえ、慣れていないことや予期せぬト
ラブルに臨機に応じて対処することが能力的に
困難であると認識していたのであるから、Aを
作業に従事させるについて、Aがトラブル時に
適切な指導、監督を受けられる体制を整える必
要があった」「Y2 及び Y3 は、……Aに対する
安全確保のための配慮が欠けていたことについ
て過失があるというべきである」
　「Aは、……長年にわたり洗濯主任の地位に
あって……相当の能力を有していたことに照ら
せば……そして……Yらの安全配慮義務の懈怠
の内容等を考慮すれば、Yらの過失割合は 8割、
Aの過失割合は 2割と認めるのが相当である」
　「Aは、平成 10年度には 233 万 9486 円、平成
11 年度には 224 万 4858 円の給与を得ていたが、
これは……労働基準法等関係法令に基づいて適
正に算出される金額よりも低額のものとなって

	 8	 使用者の安全配慮義務②——Aサプライ事件
	 	 東京地裁八王子支部平成15年12月10日判決
　　　		（平成 13 年（ワ）第 1742 号損害賠償請求事件）
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いたと認められる。……そして、前記認定のA
の経歴、Aの労働者としての能力、AのY1 社
における職務内容、勤続年数、実際にY1社か
ら得ていた給与の額、Y1社が労働基準法等関係
法令に従って賃金を算定していたならばAが得
られたであろう賃金の額等を総合考慮すると、
Aの逸失利益算定の基礎収入は、賃金センサス
平成 12 年第 1巻第 1表、男性労働者・学歴計・
中卒の 40 歳ないし 44 歳の平均収入である 482
万 6000 円の 7 割に当たる 337 万 8200 円とする
のを相当と認める」
　「Aは、知的障害者の社会的自立を目指す本人
活動の会である S会を立ち上げ、同会で中心的
に活動し……自らの意見を積極的に外部に表明
し、周囲の人々にも影響を与えるなど、意欲的
に生活していたこと、Aには、交際している女
性がおり、本件事故当時、結婚を念頭において
まじめにY1社で働いていたこと…本件事故の
態様、Aの受傷状況及び受傷内容、Y1社におけ
るAの勤務態度が責任感が強くまじめなもので
あったこと、AがXらを扶養する一家の支柱で
あったこと、その他本件に顕れた一切の事情を
考慮すると、……精神的苦痛を慰謝するために
は、合計 2600 万円をもってするのが相当と認め
る」

〈解説−法律家の立場から〉
1　使用者の障がい者に対する安全配慮義務が争
われた事案はこれまで殆どなく、本判決は知的
障がい者の労災死亡事故で経営者側の責任を認
めた初の判決と評価されている。本判決を検討
することの意義について、後記文献の小西氏は
次のように述べている。「障害者雇用制度は…『障
害者の雇用促進』においては一定の成果をあげ
てきたという。しかしその反面、障害者に対す
る労働権保障の理念や基本的な就労のあり方、
労働者としての尊厳をベースにした均等な機会
および待遇確保のためのルール作りが棚上げに
されてきたことが指摘されている。本件のよう
な知的障害を有する労働者の死亡事故が中小企
業で発生している現状をみるとき、雇用率制度
それ自体からは、安全な職場環境の構築という
考え方を導くことは難しいという限界を指摘す
ることができる。厚生労働省は、『障害者雇用対

策基本指針』において、企業が障害を有する者
を雇用する場合に配慮すべき事項に関する『指
針』を示している。現実の職場においてこの指
針の趣旨を活かすためには、実際に企業におい
てどのような問題が生じているかを、裁判例の
分析を通じて検討する必要がある。」
2　本件では、会社代表者の安全配慮義務の内容
を特定するにあたり、知的障がいに対する配慮
を踏まえた義務内容を設定していることが注目
される。これは、判示中「慣れていないことや
予期せぬトラブルに臨機に応じて対処すること
が能力的に困難であると認識していたのである
から…トラブル時に適切な指導、監督を受けら
れる体制を整える必要があった」というあては
め部分に顕著に現れている。この点、前掲小西
氏は、「本件判旨は、Aの『労働者』としての側
面と『知的障害を有する労働者』という双方の
側面から、労働者一般に対する安全配慮義務に
プラスして、知的障害を有する労働者に対して
緊急時における特別な安全配慮義務を認め定式
化したものではないか」「本件判旨は、使用者に
対する安全配慮義務の内容を一律に定めるとい
う方法ではなく、障害を有する労働者の障害の
程度により、個別にその内容を検討するという
スタンスに立つものと考えられる」と評価する。
本判決は、本人の能力に着目して安全配慮義務
違反を認めないというアプローチではなく、障
がい特性を十分に踏まえた安全配慮義務の設定
と検討を行い義務違反を認めた上で、本人の能
力は過失相殺という形で処理している点で（し
かも本人の過失割合は低い）、大変参考になる事
案である。このような判決のアプローチは、ア
メリカのADAや国連で採択に至った障害者権
利条約の合理的配慮義務の趣旨と軌を一にする
ものであるといえよう。
3　また、本件ではAの経歴や能力、本人活動
歴などを含む生活状況を踏まえて相当額の逸失
利益や高額な慰謝料が認められていることが非
常に有意義である。特に逸失利益に関しては、
労働基準法等関係法令に違反していたという本
件個別事情はあるものの、Aの「労働者として
の能力」に着目していることが興味深い。障が
いがあろうと、一定の配慮の下で労働者として
高い能力を発揮する者は多い。本判決はこのよ
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うな点に着目して、逸失利益算定の基礎収入と
して同年代の平均収入を採用しており（なぜそ
の 7割としているかは不明であるが）、今後の事
件処理にもたらす意義は大きいと考えられる。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　一般の会社で働いている障害のある人の中に
は、障害のない従業員と同等以上の高い労働能
力を発揮している人も多いが、彼らはそうした
能力に見合う賃金を得ているのだろうか。特に
知的障害のある人の場合、障害があるというだ
けで値踏みされて不当に低い賃金に甘んじてい
ると思われる人が少なくない。あたかも知的障
害があることが<劣った存在>と決め付けられ
てるようにも思われる。障害のある人の損害賠
償請求訴訟でも裁判所はまともな逸失利益を認
めようとはしないということが過去にいくつか
あった。
　そういう意味で本件判決が障害のあるAの賃
金について「労働基準法等関係法令に基づいて
適正に算出される金額よりも低額のものとなっ
ていたと認められる」として逸失利益を「中卒
の 40 歳ないし 44 歳の平均収入である 482 万円
6000 円の 7 割に当たる 337 万 8200 円とするの
を相当と認める」と判断したことの意味は大き
い。
　また、被害にあったAは社会的自立を目指す
本人活動の会である S会を立ち上げて中心的に
活動していたこと、交際していた女性と結婚を
念頭に置いてまじめに働いていたこと、Aの収
入が家族の生活を支えていたことなどを考慮し
て、「精神的苦痛を慰謝するために合計 2600 万
円をもってするのが相当」と判断したことも高
く評価したい。
　わが国の知的障害者福祉といえば主役は母親
だったと言える。全日本手をつなぐ育成会とい
う全国組織は戦後、知的障害の子を持つ 3人の
母親が手を取り合って立ち上げたということか
らもうかがえる。ところが、欧米では 80年代ご
ろから知的障害者本人が自らの権利を社会的に
主張する機会が増えてきた。それにならってわ
が国でも「本人の会」が作られるようになって
きたが、S会というのはそうした知的障害者の
本人の会の草分け的存在である。本件のAはま

さに S会の初代代表で、わが国の知的障害者の
本人活動のリーダーであった。そのようなAが
このような低賃金で働いていたこと自体が驚き
でもあった。
　Aは知的障害ゆえに慣れていないことや予期
せぬトラブルに臨機応変に対処することが能力
的に困難であると会社は認識していたという。
だから賃金は低くても良い、逸失利益も少なく
て良いと思うのではなく、だからこそ「トラブ
ル時に適切な指導、監督を受けられる体制を整
える必要があった」と断じた判決は、障害者の
雇用を進める上で大きな意味がある。
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〈事実の概要〉
　X（原告）は、行政機関の保有する情報の公
開に関する法律（情報公開法）に基づき、東京
労働局長（被告）に対し、障害者の雇用の促進
等に関する法律（障害者雇用促進法）上作成さ
れた平成 12年度「雇用率未達成企業一覧」及び
「障害者雇入れ計画の実施状況報告書」の開示請
求を行ったところ、会社名、労働者数、不足障
害者数、身体・知的の別、重度・軽度の別等が「公
表は企業への社会的制裁になるので不適当」と
して不開示とされた。
そこでXは、東京労働局長がなした本件不開示
決定は違法である旨主張して、不開示部分の取
消しを求め提訴に及んだものである。なお、本
件決定は本訴提起後に厚生労働大臣の裁決に
よって変更され、当初不開示とされた部分の一
部（会社名、労働者数、不足障害者数等）が開
示されるに至った。裁判で東京労働局長は、既
に開示されるに至った部分は訴えの利益がなく
却下されるべきと主張するとともに、身体・知的、
重度・軽度等の各区分ごとに障害者数が記載さ
れている部分については、数字の多くが「0な
いし 1」であり、これらの数字が会社名ととも
に公表された場合、特定の個人を識別すること
が可能となり、自己の障害を他人に知られたく
ない障害者の権利利益が害されると主張した。
これに対しXは、そもそもそのような少数の雇
用しか実現されていないことが問題であるとし
て情報公開を求めているのであり、少数ゆえに
個人が特定されてしまうという理由で開示が制
限されては障害者の働く権利は実現されないな
どと主張した。

〈判旨〉
　厚労相による開示部分について訴えの利益な
しとして却下し、その余の請求について棄却。
　「確かに、当該事業場における同僚は、既に同
僚中に障害者が存在することを認識していた場

合においても、その障害の種類が身体障害か知
的障害か、その程度が重度か軽度かは認識して
いないことであるから、上記の『身体』、『知的』
及び『短時間』の各欄の人数の多くが 0か 1で
あることからすると、これらを新たに認識し得
ることとなる」「このような事態においては、当
該障害者が既に自己が障害者であることを明ら
かにして雇用されていることを前提とすると、
開示によって認識可能となる内容が障害の種類
及び程度ともに 2種類の大分類のいずれかにす
ぎず、特に身体障害の場合にはその性質上、身
体障害の有無をその程度が重度か軽度かについ
ては外見上おおよそ明らかになるものであるこ
とからして、当該障害者としては、それらを同
僚に知られることは甘受すべきものであり、む
しろ、共に働く同僚にはそれらを積極的に理解
してもらうよう努めるべきであるとの考え方も
ないではないが、未だ障害者に対する偏見や差
別意識が根強く存する現在の我が国の状況に照
らすと、これらの認識を得た同僚から新たな嫌
がらせ等が生ずるおそれは否定し難いところで
あり、上記部分の開示は、そこに記載された障
害者個人の権利利益を害するおそれを生じさせ
るものとして、情報公開法 5条 1号後段に該当
するものと考えられる。」「よって……原告の本
訴請求のうち、その取消しを求める部分は理由
がない。」

〈解説−法律家の立場から〉
1　障害者雇用促進法は、その 14 条で法定雇用
率以上の障害者雇用を義務づけており、政令に
おいて民間企業における法定雇用率は 1・8%と
されている。算定の対象として現在は精神障害
者も含まれているが、本件裁判当時は身体・知
的障害者のみが対象である。この点、雇用促進
法制定以来、法定雇用率が達成された年は一度
もない。原告は「制度が法の趣旨に沿って適切
に運営されているとは思えない。東京労働局長

	 9	 法定雇用率
	　　　　東京地裁平成15年5月16日判決
　　　　（平成 14 年（行ウ）第 130 号行政文書不開示決定取消請求事件）
　　　　（判例集未掲載）
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は東京管内で法定雇用率未達成の企業約 9千社
の名前は未達成状況を全面的に情報開示すべき」
と情報開示に及んだものである。
2　ところで、最後まで不開示とされた部分につ
いて、裁判で「障害者雇用率を向上させていく
ためには、障害者の種別についてきめ細かい対
応が必要であり、どういった種別の障害者がど
のような企業に雇用されているか、また雇用さ
れていないのかを明確にしていくことが、今後
の障害者雇用施策を進めていく上で有益である」
と主張している。これに対し上記判示は、主張
の趣旨を取り入れてはいるものの、現状におい
ては未だ差別的対応につながり本人の不利益に
なる可能性があるから開示できないとした。ど
ちらの見解も本人の利益を考えると悩ましい問
題である。障害について告知する場合、多くの
企業では本人と十分に話し合った上で告知して
いるはずである。また、障害の種別や程度その
ものというよりも、職場定着を目的とした本人
の働きやすい環境作りのためには、本人の特性
や配慮事項の周知がより重要であろう。その意
味では、確かに現状の職場環境では本人の利益
を害するあるいはその意思に反する場面も考え
られ、個々のケースごとに開示不開示を決定す
る制度ではない情報公開制度の下では、かかる
情報の開示には限界があるのかもしれない。もっ
ともそのような差別的対応は、原告が述べるよ
うに障害者雇用の促進が実践されていないこと
に起因するものである。行政による指導・勧告
や企業名の公表による社会的制裁が適切に行使
され障害者雇用が促進されることは当然として、
現在日弁連等で制定を呼びかけている「障がい
のある人に対する差別を禁止する法律」が国内
法として制定されることで、背景にある障害者
差別を排除することが根本課題である。
3　そして本件で何より注目されるべきことは、
原告の行った活動の社会的影響である。本訴と
同時に、原告は厚労相に不服審査請求をしてい
るが、当初は厚労相も「公表は、厚労省の勧告
や指導に従わない企業に対して行うもの」と請
求を却下した。しかしその後原告が厚労相の諮
問機関である情報公開審査会に意見書を提出し
たところ、同審査会は厚労相に「情報公開法の
趣旨に照らして未達成企業名などを開示すべき」

と答申し、厚労相は不開示決定を取り消す裁決
を行っている。本件のように訴訟等が障害者雇
用率に影響を与えた事例として、日本航空障が
い者雇用株主代表訴訟（平成 11年 11 月 17 日提
訴、平成 13 年 5 月 17 日和解成立）がある。こ
の訴訟は、法定雇用率を達成せず年間 4000 〜
5000 万円台（未達成人数一人当たり月 5万円）
の障害者雇用納付金を国に支払ってきた日本航
空に対し、法定雇用率達成を怠ってきたことは
取締役としての善管注意義務違背であるとして、
株主が訴えを起こしたものであるが、訴えの結
果、日本航空は 2010 年までに法定雇用率を達成
するよう努力する、法定雇用率達成に至るまで
毎年の雇用率状況をホームページで一般公開す
るなどの和解が成立している。行政の指導が不
十分な現状において、本件のような活動は障害
者雇用に関する社会の責任を再認識させるとい
う点で非常に有意義であるといえよう。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　世界同時不況の影響で障害者の雇用も打撃を
受けていることが伝えられるが、それでも障害
者自立支援法によって雇用が少しずつ前進して
いることは否定できないだろう。東京の大企業
で雇用率が未達成の企業からは「身体障害の人
はどのハローワークを回っても求職者はもうな
いくらいに払底している。知的障害者や精神障
害者を雇用するようにハローワークから勧めら
れる」という声をよく聞く。
　現実にあるNPO法人が一部上場企業 500 社
に対する雇用実態や意欲などを聞く実態調査を
したところ、すでに障害者を 200 人以上、300
人以上雇用している企業もあったが、内実を見
るとそのすべてが身体障害者だった。その一方
で知的障害者を 1人でも雇った経験がある企業
ほど、「もっと知的障害者を雇いたい」という意
欲を持つ傾向が強いことも分かった。
　知的障害者や自閉症などの発達障害者を雇用
している企業からは、まじめな働きぶりなどを
評価する声は多く聞かれるが、その一方で人間
関係でつまづき、それが労働能力にも影響した
りして離職するケースが多いこともよく問題に
されていることである。
　障害者と一口に言っても障害種別によって特
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性や置かれている状況は実にさまざまであり、
どのような企業がどのような障害者をどのくら
い雇用しているのかを知ることは、障害者の雇
用を進め、雇用している事業所での職場定着を
図る上で重要な情報であることは言を俟たない
だろう。その意味で原告が東京労働局長に対し
て行った障害者雇用の情報開示請求は極めて大
きな意味のあるものであると言えよう。
　被雇用者の個人情報を守ることは必要である
ことは当然ではあるが、障害者の職場定着を図
ることを考えると、個人情報保護の立場でその
人に障害があることを明らかにしないことは果
たしてその障害者のためになっているのかどう
なのかをシビアに考える必要があるのではない
か。現実に障害者に対する偏見や差別が厳しい
ことを考慮するべきではあるが、理想的には障
害があることを職場の同僚たちが理解し必要な
配慮をすることではないだろうか。
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〈事実の概要〉
　Aは、難治性てんかんに罹患しており、てん
かん発作症状があるほか、知能障がい（IQ60程
度）、情緒行動障がい等の精神症状を有しており、
施設で入所生活を営んでいる。Aの母X（原告）は、
Aの主治医の診断に従い頭部保護帽を約 1万
6000 円で購入し、購入費用について健康保険法
の規定に基づき、Y社会保険事務所長（被告）に
対し、療養費（購入費の7割）の支給を求める申
請をしたところ、Yが不支給決定をし、その後、
Xが同決定を不服とした審査請求及び再審査請
求をしたもののいずれも棄却されたため、本件訴
えを提起したものである。
　健康保険法の規定によれば、保険者は、治療材
料の支給等については療養の給付、又は療養の給
付に代えて療養費の支給などができるとされて
いる（同法43条 1項、44条の 2）。この点につい
ては、Yは「頭部保護帽は、てんかん患者にお
いて、転倒発作による受傷という日常生活上生ず
る問題に対する対処方法として着用されるもの
であって、日常の活動における利便性が認められ
るにすぎず、てんかんの治療目的で着用されるも
のではない」と主張し、これに対しXは「Aは
知能障害、情緒行動障害等の精神症状が見られる
ところ、それらの精神症状については、ストレス
への対処法を学ぶことが最大の治療であり、スト
レスを感じたときに1人で散歩をするなどして気
持ちを落ち着けていくことが必要であるから、本
件頭部保護帽は、Aの精神症状の規制・緩和・
改善に不可欠の装具であって、治療用装具であ
る」と主張した。

〈判旨〉
　請求認容。
　「前記認定のとおり、てんかんの症状は、てん
かん発作に限られるものではなく、精神症状への
対処を含めた包括医療が必要であることが指摘
されているから、単にてんかん発作を直接抑制・

緩和する効果がないからといって、本件頭部保護
帽がAのてんかんの治療上必要でないというこ
とはできない。」「本件保護帽は、Aに関しては、
単にその日常生活上の便宜を図るためだけの装
具ではなく、てんかんによる情緒行動障害に対す
る治療を実施し、その効果を確保する上で必要な
装具ということができるから、てんかんの症状に
対する治療上必要な装具に当たると解するのが
相当である。」
　「現行法制上、頭部保護帽は、身体障害者…に
ついては補装具として支給されており…また、在
宅の知的障害者や障害児のうち障害の程度が重
度又は最重度であるもので、てんかんの発作等に
より頻繁に転倒するものについては、日常生活用
具として給付等がなされている」「しかしながら、
上記のような現行法制上、Aのように、身体障
害を有してはおらず、施設等に入所しているため
在宅ではなく、かつ、知的障害の程度が重度又は
最重度でないてんかん患者は、頭部保護帽の支給
を受けることができない状況にあるということ
ができる。このことは、上記の各制度が、いずれ
も身体障害者、知的障害者及び障害児の福祉とい
う観点から設計されたものであるため、てんかん
発作症状、身体症状及び精神症状をも併発するこ
とが多いてんかん患者にふさわしい行政サービ
スを常に提供し得るものではないことを意味し
ており、頭部保護帽の支給に関し、上記各制度に
よる福祉的措置を受けることができないてんか
ん患者については、社会福祉立法による手当てが
欠缺している状態にあるとも考えられる。そうす
ると、…てんかん患者に対する頭部保護帽の装着
費用の支給に関しては、専ら福祉的措置の療育の
問題と位置付けて健康保険制度の適用を否定し
去るのは相当でなく、むしろ、てんかん患者の健
康の保持・増進に直接かかわる問題として、健康
保険制度の枠内での解決になじむものと捉える
ことも十分に可能というべきである。したがっ
て、上記のような福祉的措置が講じられているか

	10	 福祉施策の欠缺と転換
	　　　　大阪地裁平成16年12月21日判決
　　　　（平成 14 年（行ウ）第 167 号家族療養費不支給処分取消請求事件）
　　　　（判タ1181号193頁）
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らといって、本件頭部保護帽がAのてんかんの
治療上必要な装具であるとの前記判断が左右さ
れるものではない。」
　「以上によれば、本件支給決定は、Yに付与さ
れた裁量権の範囲を逸脱した違法があり、取消し
を免れない。」

〈解説−法律家の立場から〉
　本判決は、訴訟が制度の枠組みを転換させたと
いう意味で、今後の発達障害に関する訴訟の意味
づけを考えるにあたり、大変有意義な判決であ
る。　　
　本判決が述べるとおり、本件以前、てんかん患
者の頭部保護帽（ヘッドギア）は、身体障害や重
度・最重度の知的障害で在宅の場合に限り支給さ
れていた。施設に入所し、重度ではない知的障害
を有するAは対象外とされていたのである。こ
れについて本判決は、Aについては、頭部保護
帽は健康保険法 43条 1項の「治療材料」に当た
るという立論で健康保険法の適用対象として位
置付け、Xの請求を全面的に認めた。その中でも、
特に着目すべきは次の点である。裁判でYは、「て
んかん患者の頭部保護帽は、専ら福祉的な措置と
して支給されるものであり、治療用装具に該当す
るものではない」と主張した。これについて本判
決は、前記判示のとおり、Aのような福祉的措
置において保護が受けられない者は「社会福祉立
法による手当てが欠缺している状態にある」と
し、「専ら福祉的措置の療育の問題と位置付けて
健康保険制度の適用を否定し去るのは相当でな
く、むしろ…健康保険制度の枠内での解決になじ
むものと捉えることも十分に可能」として、A
の権利を実質的に救済したものである。その後、
本判決についてはY側が控訴したものの、本判
決を受けて社会保険庁が厚生労働省に対応を照
会したところ、頭部保護帽も措置費の医療費から
支給できる旨の回答がなされ、控訴審ではY側
から「社会福祉法上の施策として現物支給でき
る」との見解が示されたため、Xは目的が達成
できたとして訴えを取り下げている。本判決は、
裁判所が、法の欠缺を個別当事者の救済の必要性
に着目して埋め合わせることで、結果的に社会制
度そのものの変更を促し、同様の立場にある当事
者の権利救済を図るという機能を発揮した点で、

大変意義のある判決と評価できる。法の狭間に置
かれやすい発達障害者の裁判についても、今後大
いに活かされるべきであろう。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　てんかんの人のための頭部保護帽は 1万 6000
円。たかが1万6000円と思われるかもしれないが、
この判決の意味はとても大きい。
　そもそも障害とは何だろうか。いわゆる「医学
モデル」の障害定義は個人の生物学的な特性を見
て、何かができるかできないかという点に着目し
て障害の有無や軽重を判断する。目が見えるか見
えないか、耳が聞こえるか聞こえないか、両足で
歩くことができるかできないか、IQ（知能指数）
が 70以上あるかないか……。しかし、人間の社
会生活はそうした生物学的な優劣だけで便利か
不便か、快適か不快かを決めることはできない。
　たとえば、視力が0・01の人は眼鏡やコンタク
トレンズがこの世になかった昔はおそらく視覚
障害者として認められていただろう。たしかに生
物学的には視力が一般的な人と比べると劣るの
であり、一般の人が視力 1・0くらいを標準にし
て社会環境を築き上げたとすれば、眼鏡やコンタ
クトレンズがなければ視力0・01の人はとても暮
らしにくいに違いない。
　頭部保護帽が治療としての機能を有している
のかどうか。それがこの訴訟の争点である。では、
治療とはいったい何なのか。生物学的な<欠陥
=一般の人に比べて劣っているところ>を解消
することが治療なのか、それとも社会や生活環境
との関係性において暮らしにくい部分を少しで
も解消することなのか。
　治療という定義に関する論議をすると医療行
為とは何なのかという迷路にはまることになり
かねないので、医療保険で頭部保護帽の経費を負
担すべきかどうかということに置き換えて考え
てもいい。保険というのはある日突然起きる不測
の事態に備えてふだんから小額の保険料を多く
の人が分担して払っておくシステムである。いわ
ゆるリスクの分散と言われる。当然、予防的な医
療行為に対しても医療保険からの財政出動は認
められており、ことさら頭部保護帽についてのみ
狭義の医療行為という土俵を設定して考える意
味を見出すことはできないのではないか。
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〈事実の概要〉
　Xら夫婦（原告・控訴人）の子Aは自閉症児で、
県立養護学校高等部2年に在学していたが、水泳
の授業中に水を吸引して意識不明となり、搬送先
の病院で死亡した。本訴訟に先立ち、本件は担任
教諭Y（被告・被控訴人）に対する業務上過失致
死事件として刑事上の過失責任が認定され、罰金
20万円の略式命令がなされている。Xらは、A
が混乱状態に陥って騒いだことからYがこれを
鎮めようとして故意にAの頭部を水没させたた
め、Aが水を吸引したものであると主張し、Yに
対し個人としての不法行為責任を追及するととも
に、養護学校の設置者である県（被告・被控訴人）
に安全配慮義務違反及び国家賠償法1条に基づく
損害賠償請求の訴えを提起した。これに対し、被
告らは、YがAの足の動きに注目するあまりA
の呼吸が確保されているかどうかの確認を怠った
ため、訓練により疲労したAが水を吸引したも
のと主張した。
　一審（横浜地判平成4・3・5判時 1451号 147頁）
は、Yの指導上及び蘇生措置上の過失を認めた上
でY個人の賠償責任を否定し県に対し国家賠償
法1条に基づく賠償を命じたが、逸失利益につい
ては、Aが自閉症であること、県立養護学校の進
路状況は一般企業への就職者の割合が25%である
のに対し地域作業所に入所した者の割合が最も高
く33%であること及び自閉症児が将来健常児と同
様の就職をする割合は20%未満であることを理由
に、将来地域作業所に進む蓋然性が最も高いと認
められるとして、作業所入所者の平均年収を基礎
に約120万円とした。Xらは、年少者の逸失利益
については、実務の大勢がとってきた平均賃金に
よって算定されるべきであり、一審の判断につい
て①平均賃金による算定方法が実質は親の精神的
損害であることに鑑みれば、子どもの障がいの有
無によって差を設ける理由はない、②実務が平均
賃金による算定を行ってきたことは子どもの能力
や可能性等について予測することが困難であるこ

とから平等にかなう合理的手段として採られてき
たものであり、人間の価値の平等という規範的要
素を重視すべきであるなどと主張し、控訴した。

〈判旨〉
　一部取消自判、一部棄却。
　「一般に、不法行為により死亡した年少者の逸
失利益の算定については…その年齢とこれに伴う
潜在的な不確実要因が往々にあることからして、
おのずから将来の発育の過程においてその能力が
ないし減少する可能性がある…それ故、年少者の
死亡時点における人間の能力、価値を固定化し、
この時点に明らかにされている要因だけを基礎と
して年少者の死亡による逸失利益を算出すること
が、必ずしも絶対的な方途ということができない
場合がある…このような場合には、不確実ながら
年少者であるが故にまた潜在する将来の発展的可
能性のある要因をも、それが現時点で相当な程度
に蓋然性があるとみられる限りは、当該生命を侵
害された年少者自身の損害額を算定するにあたっ
て、何らかの形で慎重に勘案し、斟酌しても差し
支えないものと考える。このことは、こと人間の
尊厳を尊重する精神のもとで、ひとりの人間の生
命が侵害された場合に一般化された損害の算式に
よりある程度抽象化、平均化された人間の生命の
価値を算出する方法を取るなかで、これによる算
定額によるのみならず、それが実損害の算定から
かけ離れたものとならない限り不確実ながらも蓋
然性の高い可能性をもつ諸般の事情をも十分に考
慮されてもよいといえるからであって、このこと
は不確定要因の多い年少者の場合に往々にいえる
ことである」「各証拠によっても、Aが一貫した
療育プログラムを受ける中で能力的にも目覚まし
く成長、発展していたことが窺えるのであり、将
来は調理師試験をめざして学習をさらに積み、調
理師試験に合格して調理師になれるか、そうでな
くとも右希望する業種に関連する仕事に就職して
稼働できる蓋然性が高いものであったと推察でき

	11	 逸失利益
	　　　　東京高裁平成6年11月29日判決
　　　　（平成 4年（ネ）第 1574 号損害賠償請求事件）
　　　　（判時1516号78頁）
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る」「本件に提出された総ての資料により、かつ、
予想されうる諸々の事情をも合わせ勘案すると、
結局、Aの死亡による逸失利益の額を 1800万円
と認めても不合理はない」「なお、…こと人間一
人の生命の価値を金額で図るには、（被控訴人ら
の主張する）この作業所による収入をもって基礎
とするのでは余りにも人間一人（障害児であろう
が健常児であろうが）の生命の価値をはかる基礎
としては低き水準の基礎となり適切ではない（極
言すれば、不法行為等により生命を失われても、
その時点で働く能力のない重度の障害児や重病人
であれば、その者の生命の価値を全く無価値と評
価されてしまうことになりかねないからである）」

〈解説−法律家の立場から〉
1　年少者の死亡による逸失利益については、全
国労働者平均賃金を基礎とするのが一般的であ
る。それは、年少者の場合その能力や可能性、将
来の職業や収入などについて予測することが困難
であるため、実務はそれらの個別・具体的事情を
一切捨象して一律な基準を用いてきたからであ
る。ところが、障害児については、将来の就労の
蓋然性が低いことなどを理由に逸失利益が相当減
額される、あるいは認められないというケースも
存在する。本件の一審判決もまた、当該養護学校
の卒業生について割合的に最も高い進路が作業所
であるという非合理的な理由に基づき、作業所の
賃金を基礎としている。
2　本件は、人間の生命の価値を強調し、障害児
の潜在的可能性の観点から一審判決を変更し相当
額の逸失利益の賠償を命じている。具体的には、
県の最低賃金額と県立養護学校高等部卒業の自閉
症男子生徒の平均初任給などを算定の基礎とし、
生活費控除率を 20%として 1800万円という数字
を導いている。本判決が人間の生命の価値につい
て特に論及し、逸失利益の最低線を担保する判示
をしたという点は非常に評価でき、今後の同種事
件についても有意義な判決といえる。もっとも、
本件判決は生命の価値を強調し、「作業所収入を
基礎としては生命の価値をはかる水準としてあま
りにも低い」、「（死亡した時点で）働く能力のな
い重度の障害児や重病人であれば、その者の生命
の価値を全く無価値と評価されてしまうことにな
りかねない」とまでスタンスを述べているのに対

し、実際に金額を算定するにあたってはAの能
力と療育の成果を重視し、現実的な将来可能性を
認定した上で上記逸失利益の算定に及んでいる。
判決の基本スタンスを貫くのであれば、他の実務
の大勢と同様にあくまで潜在的可能性を重視し、
例えば重度の障害児であってもその生命の価値に
応じた逸失利益が算出されなければならないはず
である。裁判所としては、今一度年少者の逸失利
益の趣旨に立ち戻り、障害があるということだけ
で不合理な差別を行ってきた過去の裁判例を反省
し、平等かつ一貫した判例理論を確立すべきであ
る。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　特殊な例だと思われるかもしれないが、障害者
自立支援法の障害程度区分判定で最重度の「6」
と判定された知的障害者が日本を代表する企業の
特例子会社に就職し最低賃金を超えた給料をも
らっている。更生相談所で障害を判定された折に
も最重度の「A」だった。言葉が話せず、自閉傾
向のために自傷他害もあるが、本人の特性を理解
した支援者が付き、かつ労働環境を整えれば、潜
在的な労働能力を想定されている以上に発揮でき
ることを示している。さらに、社会的に付加価値
のある成果物の生産を支援者側が用意することに
より、障害者の労働能力は相対的に大きく変わり
得るのである。
　絵画や粘土細工などのアートを授産活動にして
いる障害者施設がある。そこで作られたアートは
最近、日本国内でも注目されるようになったが、
それでも障害者のアートがどのくらいの売買代金
があるのかと言われれば、それだけで生活してい
くだけの対価を得られている障害者は現在のとこ
ろいないのではないか。ところが、日本国内で障
害者施設のバザーで7000円程度で購買されてい
るアートがフランスでは120万円で売買されてい
るという。
　つまり、障害者の存在の（金銭的）価値という
ものは、障害者個人の生物学的な優劣だけで決ま
るものではなく、潜在的な可能性を支援者がどう
引き出すことができるのか、それを社会的な評価
にどう結実させることができるのかにかかってい
るとも言える。
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〈事実の概要〉
　X女（原告、56 歳）は信号機の設置されてい
る交差点を自転車で横断中、右折してきたY1
運転の普通貨物自動車に衝突され、これにより
入通院を余儀なくされるとともに、嗅覚脱失症、
肩関節機能障害の後遺症を負った。そこでXは、
Y1及び雇用主であるY2に対し、不法行為に基
づく損害賠償を求めて提訴した。裁判において
Xは、知的障がいを有する二男を抱えながら生
活しているため、自宅近くで、しかもパートタ
イムでの仕事にしか就けないという事情があ
り、かかる事情がなければ賃金センサスの平均
賃金以上の収入を得られる職に就いていたもの
であることから、賃金センサスの女子労働者平
均賃金を基礎に休業損害や逸失利益を算出すべ
きであると主張した。これに対しYらは、Xが
当時実際にもらっていた給料を基礎に計算すべ
きであると主張した。

〈判旨〉
　一部認容、一部棄却。休業損害について次の
とおり判示した。
「証拠によれば、Xは、平成 3 年 4 月 7 日から
株式会社Fに勤務し、平成 5年分の給与所得は
年額 189 万 6302 円であったこと、Xの二男に
は知的障害がありXが介護していること、その
ため右会社に夜間（午前 0時から午前 6時まで）
勤務していたことが認められる（Xは本件事故
により結局右会社を退職した）。右の事実によ
れば、Xの休業損害算定の基礎収入としては、
平成 6年度賃金センサス産業計・企業規模計・
学歴計女子労働者 55 歳から 59 歳までの年間給
与額 330 万 500 円（日額 9042 円）…によるの
が相当である。」
なお、逸失利益算定の基礎収入も同様に年額
330 万 500 円を採用している。

〈解説−法律家の立場から〉
　知的障害のある子どもを抱える家庭の親は、
子どもの年齢にかかわらず、その世話や支援の
ため自ずと仕事の場所や時間が制限されること
は少なくない。本件は、そのような家庭の事情
を考慮して、実際に稼いでいる低廉な賃金を休
業損害や逸失利益の基礎とするのではなく、同
年齢の平均賃金を基礎に算定したものとして有
意義な事例である。
　本判決の論拠は不明であるが、家事労働者で
あっても賃金センサスの女子労働者平均賃金額
を基礎とし、パートタイマーや内職等の兼業主
婦については、現実の収入額と女子労働者平均
賃金額のいずれか高い方を基礎として算出する
ことから、家庭において子どもとの関係で家事
労働者同様、あるいはそれ以上の労働力を提供
している障害児者の家族にとって、本件のよう
な結論がとられることは当然といえるであろ
う。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　知的障害や発達障害の子が生まれると、たい
ていの親はショックを受けて落ち込むものであ
る。どうして自分のところに生まれてきたのか
と運命を呪ったりもする。残念ながら障害に対
するマイナスイメージや偏見が社会には根強
く、そうしたイメージに親自身が染まっている
からでもあろう。実際、子どもが生まれてから
接することになる医療や保健や福祉や教育など
システムのほとんどは障害のない子を前提に用
意されており、同世代の子どもたちの集団に付
いて行けず、除外される体験を繰り返している
うち、精神的な落ち込みを味わうことになる親
はとても多い。
　障害児に限ったことではないが、社会全体で
障害のある子を支え、育てていくという意識も
体制もわが国にはまだまだ薄いのが現状であ
る。子どもは家族が育てるものであり、それが

	12	 家族の逸失利益
	　　　　大阪地裁平成10年7月24日判決
　　　　（平成 9年（ワ）第 4993 号損害賠償請求事件）
　　　　（交民 31 巻 4 号 1090 頁）
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できない（保育に欠ける）状況であることを認
められて初めて公的な福祉サービスの利用を受
けられるのである。医師や弁護士などの専門職
ですら、子どもを産んで育てるために長期間の
休職をせざるを得ない女性は多い。社会的損失
とも思われるが、まだまだわが国では子育てに
関する意識が欧州の先進国と比べて家族に求め
るものが多すぎるのである。
　特に、障害児の親は一人で子どもを背負う孤
立感、疎外感に苛まれ、日々の子育てのために
精神的にも肉体的にも疲れ果て、健康を損なう
人も少なくない。仕事をやめたり、休んだり、
転職したりする人も多い。やり場のない怒りや
虚脱感がたまっていくうちに夫婦仲がぎくしゃ
くし、別居したり離婚したりするケースも、障
害児のいない夫婦よりも多いのではないだろう
か。
　子育てをめぐる公的な支援がもっと充実して
いれば、本来持っている労働能力や賃金を稼ぐ
能力を発揮できる親は多いはずである。そうい
う意味で、判決が知的障害の二男の介護をして
いることを考慮し、障害児がいない場合の一般
的な基準によって逸失利益を算定したことは画
期的だと思われる。
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〈事実の概要〉
　Y（被告・控訴人）は、ともに知的障がいが
ある父母の間に生まれ、中学卒業後知的障害者
更生施設に 3年間入所し（当時 IQ63）、その後
工務店や印刷所などで働いていたところ、平成
14 年 6 月に腰椎ヘルニアの治療で入院した病院
でたまたま知り合ったAに頼まれて、消費者金
融X（原告・控訴人）に赴き、従業員から求め
られるままに、連帯保証人の申込用紙等の氏名、
住所、勤務先などを記載して交付し、AはXか
ら 150 万円を借り受けた。しかし、Aが第 1回
期日の支払をしなかったため、Xは Yに対し、
連帯保証契約に基づく保証債務の履行として、
貸金元金と遅延損害金の支払を求めて提訴し
た。なお、Yは本件以前にもAのため連帯保証
し、返済に窮したAに代わり債務を弁済した経
過がある。Yは、本件保証契約について、意思
無能力による無効及び強迫による取消しを主張
した。
　一審判決（福岡地判平成 16・1・28 商判 1204
号 31 頁）は「Yの精神上の障害は…その程度
は重度のものとはいえず、Yが就労し、運転免
許証の交付も受けるなど、それなりに社会生活
を営んできたことや、本件連帯保証契約以前に、
Aのため保証債務を履行したことがあること等
の事情を考慮すれば、Yが本件連帯保証契約当
時、連帯保証をすることの利害得失についての
判断力に乏しく、Aから言葉巧みに請われるな
どして安易に連帯保証をしたということはでき
るとしても、さらに、Yが連帯保証契約締結に
必要な意思能力、すなわち、連帯保証の社会的、
法律的意味を理解しうる能力を欠いていたとま
では認めるに足り」ないとして、Yの主張を排
斥し、Xの本訴請求を認容した。Yが控訴。

〈判旨〉
　原判決取消し、棄却。
「本件訴訟が提起された後、B（Yの叔母）はY

について保佐開始の審判を申し立て…障害によ
り事理を弁識する能力が著しく不十分であると
して、保佐開始…の審判を受けた。…医師作成
の鑑定書によれば、Yの精神の状態について、
次のような記載がある。…知能検査・心理学検
査については…総合 54 であり…中程度の精神
遅滞と診断した。」「当審のY本人尋問の結果に
よれば、計算については、50 円の 2 割や 50 円
の 15%はわからず、本件金銭消費貸借契約書の
『遅延損害金』の文字を読むことができず、そ
の欄の記載内容も理解できないことが認められ
る。」
「上記に認定の事実によれば、Yの金銭の価値
についての理解は、簡単な買い物、給料などに
ついては及んでいるが、数百万以上の理解には
及んでいないところ、本件連帯保証契約は簡単
な買い物や給料額を遙かに超える 150 万円であ
ること、Yは 50 円の 15%は理解できないから、
本件連帯保証契約の利息年 28・835 パーセント、
遅延損害金年 29・2 パーセントの意味（元金返
済を遅滞すると 3年余りで返済額が借入金の 2
倍の 300 万円に達する）を理解できていないこ
と、にもかかわらず、Yが本件消費貸借契約書
等に署名したのは、Yは他者から強く指示され
ると抵抗できない性格であり、Aから『余計な
ことは言うな』と言われていたことなどから、
AとX従業員から言われるままに行動した結果
であることが認められ、これらの事情を考慮す
ると、Yは本件連帯保証契約締結の結果を正し
く認識し、これに基づいて正しく意思決定を行
う精神能力を有していなかったというべきであ
る。」「上記認定の事実によれば、Aの…言葉は
…Yの自由な意思決定を妨げるのに十分であっ
たと認めることができ、他方において、Yの精
神能力の低さや性格に乗じて『余計なことは言
うな』とYに心理的な圧力をかけて本件連帯保
証契約を強いたAの行為は違法と評価すること
ができるのであって、AのYに対する強迫行為

	13	 契約における意思能力
	　　　　福岡高裁平成16年7月21日判決
　　　　（平成 16 年（ネ）第 172 号保証債務履行請求事件）
　　　　（判時1878号100頁）
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と認めるのが相当である。」

〈解説−法律家の立場から〉
1　民法は、法律行為を行う主体が意思能力を
有することを、名文上規定していないが、法律
行為は、自己の意思に基づいてのみ行わなけれ
ばならないことは、私的自治の原則上当然であ
ることから、意思能力を欠く者の意思表示・法
律行為は無効であると解されている（大判明治
38・5・11 民録 11・706）。
　本件は、一審と二審で判断が分かれた微妙な
ケースではあるが、両者の判断を比較すると非
常に有意義である。一審判決は、本人の就労や
生活状況、運転免許証を取得していることなど
を考慮し、本人に意思能力ありと判断した。し
かしながら、知的障害のある人の中で、就労面
では適切な支援の下で能力を十分に発揮し、場
合によっては運転免許証を取得しておきなが
ら、一方で人から騙されやすく、消費者被害に
遭いやすい者は少なくない。一審判決がこれら
の多方面の能力を一色単にして本件契約の意思
能力を認めたアプローチは、知的障害の本質を
明らかに見誤るものである。この点本件判決は、
前掲の判示に加え「意思無能力かどうかは、問
題となる個々の法律行為ごとにその難易、重大
性なども考慮して、行為の結果を正しく認識で
きていたかどうかということを中心に判断され
るべきものである」と意思能力の本来の意義か
ら導かれる個別的アプローチを確認した上で、
知的障害を有する本人の特性に基づき、本件連
帯保証契約という限定された場面における本人
の能力を「数百万円以上の理解には及んでいな
い」「50 円の 15%は理解できない」「遅延損害金
の意味を理解できていない」などと詳細に検討
し、「本件連帯保証契約締結の結果を正しく認
識し、これに基づいて正しく意思決定を行う精
神能力を有していなかった」と認定しており、
今後同様の事件処理で大変参考になる。また、
Yが過去にAのため保証債務を履行した事実に
ついて、一審判決はこれを意思能力があるとす
る基礎事情としたのに対し、本件判決はより詳
細な検討から「契約の結果を正しく認識」して
いないとしてかかる事実をYの不利益に考慮し
ていない点が注目される。なお、本件判決では、

意思無能力に加え、Yの障害特性を踏まえAの
発言を「心理的な圧力」をかけるものと評価し
強迫と認定していることも参考になる。
2　ところで、本件では本訴提起後に保佐開始
の審判が申し立てられ、叔母が保佐人に選任さ
れているところ、本件判決の論拠として、保佐
開始事件における鑑定書の記載が多く引用され
ている。一般的に、契約当時の意思無能力を証
明するのは困難を極めるところ、知的障害者の
場合、現時点における本人の能力は過去の契約
時においても相当部分において妥当すると考え
られるため、本件の如く本人の将来的な財産保
護のために成年後見制度が活用されるととも
に、そこで作成された鑑定書等は本件のような
訴訟の場で存分に活用されるべきである。本件
判決は、このような有意義な証明方法を呈示す
る判決でもある。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　社会の中で仕事を持ち、運転免許も取得し、
恋愛や結婚もする知的障害者はとても多い。彼
らの中には障害の程度が軽いために手帳を持っ
ておらず、障害者ではない人生を自ら選んで生
きている人もいる。
　しかし、現代の社会においては日常生活の
隅々にまで契約というシステムの網が張り巡ら
されており、今目の前で知人に指示されるまま
に署名や押印したことが、その後長期間にわ
たって自分に金銭的負担がかかってくるなどと
いうことが起こり得るのは当たり前の世の中で
ある。こうした社会で軽度の知的障害の人が損
をせずに生きていくことは意外に難しいのでは
ないか。
　悪質商法の被害にあう認知症のお年寄りや知
的障害者が多いと言われるが、たまたま引っ掛
かっているのではなく、認知症や知的障害だと
分かっていながら業者はそうしたカモを見つけ
て契約を結んでいるのだとも言われている。社
会的弱者に対しても容赦のない「悪意」に満ち
た世の中を彼らは生きているのである。
　一審判決は、原告の障害者が就労しているこ
とや運転免許証を持っていることを理由に、「連
帯保証契約締結に必要な意思能力、すなわち連
帯保証の社会的、法律的意味を理解しうる能力
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を欠いていたとまでは認めるに足りない」と判
断している。司法がこのような表層的な障害者
理解しか持っていないのだとすれば、今日のよ
うなリスクの高い社会を軽度の知的障害者が生
きていくことは危険極まりないと言わざるを得
ない。
　さすがに控訴審判決では、原告の金銭価値の
理解について簡単な買い物や給料については可
能でも、数百万円以上の問題になると理解でき
ないことなどを具体的に例示し、「本件連帯保
証契約締結の結果を正しく認識し、これに基づ
いて正しく意思決定を行う精神能力を有してい
なかった」と判断したのは妥当である。さらに、
このような原告の障害ゆえの弱さに付け込んで
連帯保証契約を締結させていた知人の行為を
「強迫行為」とまで言及していることは示唆に
富んだ判決と評価できるのではないか。
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〈事実の概要〉
　X（原告）は、昭和 37 年 11 月 13 日、国道を
自転車で通行中、Y1（被告）が仕事中に運転す
る自動三輪車に突き飛ばされて転倒し、右側頭
蓋骨亀裂骨折の傷害を受け、これにより、健忘
性失語痴呆及び性格変化、平衡感覚障害等の後
遺症を負った。そこで、Xは Y1 及び雇主であ
るY2（被告）に対し、損害賠償を求め提訴した。
　Yらは、Y1 に運転上の注意義務違反がない
旨主張するとともに、本案前の抗弁として「X
のX訴訟代理人に対する本件訴訟委任は、心神
喪失の常況にある間になされたものであるから
無効である。したがってX訴訟代理人による本
訴提起は不適法であるから却下されるべきであ
る」と主張した。

〈判旨〉
　一部認容、一部棄却。
「（証拠略）によると、S病院長が、昭和 39 年 6
月 4 日から同年 8月 31 日の間に Xに対し精神
鑑定をなした結果、Xは著明な健忘性失語痴呆
及び性格変化が目立ち、感情の動揺が激しく、
中庸に保つことが困難であり、日常生活も極め
て困難であること、及びこの症状は、事故以来
存在していることがうかがわれるが、一方（証
拠略）によると昭和 38 年 1 月 15 日には、妻の
立会下ではあるが警察官の取調べに対し事故当
時の情況及び被告等との示談進行の事情等につ
き供述していることが認められる。右の事実に
よれば、Xは、その精神能力に著しい低下を来
してはいるが、本件訴の提起は、事故による損
害の賠償を求めるための自己に利益な行為であ
るから、Xにおいてもその趣旨は容易に理解し
えたものと認められ、したがって、Xが同年 10
月 30 日弁護士に対してなした訴訟委任は有効
と解して妨げないから右訴訟委任に基づいてな
したX訴訟代理人の訴提起は、適法であって、
被告等の抗弁は理由がないというべきである」

〈解説−法律家の立場から〉
1　意思無能力者は、絶対的訴訟無能力者であ
るが、個々の訴訟行為の効力については意思能
力を具体的に判断して定めるべきであると解さ
れており、訴訟無能力者に利益な訴訟行為につ
いては、その趣旨を容易に理解しうるとして、
裁判例上有効に解する傾向がある。本件のほか、
例えば、最高裁昭和 29 年 6 月 11 日判決（民集
8 巻 6 号 1055 頁）は、12、13 歳程度の精神能
力しかない者のした控訴を有効とする一方、控
訴の取下げを無効とし、東京高裁昭和 55 年 2
月 27 日（判時 960 号 51 頁）は、老人性痴呆症
と診断された者のなした訴訟委任を無効とした
原審を取り消した。その根底には、訴訟無能力
制度が弱者に不利に援用されることによる不合
理な結果を防止しようという弱者救済の精神が
脈打っているように思われる（以上、後記文献
372 頁参照）。なお、上記東京高裁は、本人が弁
護士に訴訟委任をした際の情況を重視し、医師
（と思われる）の「老人性痴呆は中期に属し、
訴訟委任についても自分で決めることができる
状態ではなかった」という証言を「訴訟委任が
なされるに至った具体的経過を踏まえての鑑定
的な所見ではなく、一般的、推測的な所見を述
べたに止まる」と評価して委任能力を認めてい
ることが注目される。
2　さて、上記のような裁判例があることから、
また、実際にも訴訟委任という場面においては
本人がその趣旨を理解して委任することは多
く、現実の訴訟においてこれが問題になること
は少ない。しかし、この種の紛争を予防するた
めには、弁護士が法律事件を受任する場合、本
人の明示的な意思を書面等で明らかにしておく
ことが最小限の配慮として必要である（加藤新
太郎「弁護士役割論」162 頁注（58））。また、
上記のとおり意思能力は具体的状況に応じて判
断されるべきものであることから、訴訟委任の

	14	 訴訟委任能力
	　　　　福島地裁昭和38年11月17日判決
　　　　（昭和 38 年（ワ）第 219 号損害賠償等請求事件）
　　　　（下民集15巻11号2749頁）
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時点において本人の意思無能力が明らかである
場合は、後見人の選任を家裁に申し立て、選任
された後見人から委任を受けることになるであ
ろう（なお、当然のことながら後見業務は訴訟
後も継続して行うものであることから、長期的
な生活支援も考慮した選任が必要である）。

〈参考文献〉
加藤新太郎編「判例 Check 契約の無効・取消」（新

日本法規出版、1999）371 頁

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　裁判は知的障害のある人にとってなんと敷居
の高いものだろうかと思えることがある。訴訟
の中で問題となる行為の詳細な部分に至るまで
客観的な裏付けが求められ、証人に立つと相手
側弁護士や検察官による執拗な尋問にさらさ
れ、論旨明快で内容の一貫した証言をしないと
裁判官に信用してもらえない。すべての裁判が
そうではないのかもしれないが、そのようなイ
メージで福祉の側から司法は見られていると
言っても過言ではないだろう。
　本件は訴訟に至る前段階、つまり障害のある
原告が代理人に委任したことを「心神喪失の常
況にある間になされたものであるから無効」と
主張とされたケースである。この裁判が提起さ
れた当時（昭和 38 年）の時代状況のせいもあ
るのだろうが、心神喪失の状態の障害者に訴訟
を起こす能力などあるはずがないという暗黙の
前提に、訴訟委任したこと自体を無効と主張し
たのだろう。
　現在は、意思能力に何らかの問題があると指
摘されそうな障害者でもこのような見方はされ
ないだろうし、訴訟を起こす際には代理人は後
見人や保佐人を付けることを検討するだろうか
ら、まず委任行為自体を無効と主張されるよう
な事態は起きないだろうとは思われる。
　しかし、ほんの少し前までは意思能力にハン
ディのある障害者に対する司法の位置づけとは
このようなものではなかったか。知的な障害を
持った人が自らの被害や損害の回復のために裁
判に訴えて出るというようなことはあり得な
い、許されないと思われているような風潮が
あったのである。知的障害者は長年、司法によ
る救済という点においては蚊帳の外に放置され

ていたのだ。
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〈事実の概要〉
　本人は、長男として出生し、中学卒業後母と
同居しながら通所施設に通っていたが、その後
本人が軽度知的障がいであること及び母の年齢
等を考慮して精神薄弱者援護施設に入所した。
入所時の判定によれば、精神発達遅滞及び精神
分裂病が認められ、鈴木ビネー式知能検査によ
る知能指数は 48 で、言語力にやや不十分な面
も認められるが、対人面接における親和的対応
をきちんとすることができ、簡易作業を理解し
て概ね正確に作業することができるとのことで
あった。
その後母には認知症状が認められ特別養護老人
ホームに入所したが、三男であるA（申立人・
抗告人）は、本人名義の家の管理を任せる旨の
委任状を受け取る一方で、本人の預貯金など他
の財産管理も申立人が行った方がよいと考えら
れるようになり、自らの法的立場を明確にした
いこともあって、本人について補助開始の審判
を求めた。
　一審（札幌家裁夕張出張所平成 12 年 11 月 16
日審判）は、家庭裁判所調査官の面接の際、本
人が財産管理を援助する人を法的に選任する必
要はない旨明確に述べたこと、審問期日におい
て本人は改めて同様の陳述をしたことを踏ま
え、補助開始の審判をするには本人の同意を要
件とすることを理由にAの申立てを却下した。
Aが抗告。

〈決定の要旨〉
　抗告棄却。
「事件本人は、原審の第 1回期日の本人尋問に
おいて、事件本人に対する本件補助開始の申立
てがなされていることを知っているが、事件本
人としては、入所施設による金銭の管理を第 1
に希望しており、日常の金銭の需要に痛痒は感
じていない旨陳述した。…事件本人の判断能力
が不十分であることが認められるものの、入所

施設に入所してから現在に至るまでの生活状況
は、十分に安定していること及び事件本人は、
Aによる本件申立ての事実をも十分に理解した
上で、Aによる補助開始に同意しない旨の意思
を表明したことが認められる。ところで、補助
の制度は、軽度の精神障害のため判断能力が不
十分な者を保護の対象とする制度であって、本
人の申立て又は本人以外の者による申立てに
よって開始されるが、本人以外の者による申立
てには、本人の同意があることを要するところ、
本件では、事件本人が補助開始に同意していな
いことが明らかであるから、補助開始の要件を
欠いている。このことは、仮に、事件本人の財
産についてAが危惧するような事情が認められ
るとしても、結論を異にしない。したがって、
Aが主張する事件本人の財産の管理に関する疑
念・危惧について判断するまでもなく、本件補
助開始の申立ては理由がない。
　「なお、Aは、事件本人が補助開始に同意し
なかったことについて、他の弟妹に対する気兼
ねによるものである旨主張するが、一件記録中
に、事件本人の原審第 1回期日における陳述の
信用性を疑うべき事情を窺わせるような合理性
のある資料は何ら存せず、Aが、本件抗告申立
後に提出した平成 13 年 3 月 13 日付け『同意書』
をもって、原審が事件本人から直接意見聴取し、
意思を確認した事実を覆すには到底足りない」

〈解説−法律家の立場から〉
　成年後見制度は、民法改正に伴い平成 12 年 4
月から開始された制度であるが、中でも補助の
制度は、本人の保護とともに本人の意思を尊重
することを趣旨として新たに設けられた制度で
あり、このため補助開始の審判を行うには本人
の同意が必要とされている（民法 14 条 2 項）。
本件は、改正法施行直後の平成 12 年 5 月 1 日
に申立てがなされているが、申立人であるAは
認知症状の母から本人財産の管理に関する委任

	15	 成年後見
	　　　　札幌高裁平成13年5月30日決定
　　　　（平成 12 年（ラ）第 150 号補助開始申立却下審判に対する抗告事件）
　　　　（家月 53 巻 11 号 112 頁）
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状を受け取っているなど、いわくつきの申立て
であり、また、本人が補助開始に同意しない旨
明確に述べていることからも、結論としては却
下されて当然であろう。
もっとも、背後に窺われる問題は単純ではない。
この種の事件は多く、障害のある親族の財産を
狙う者は多い。他方で、入所者の場合、入所施
設としては利用料確保のため本人の財産を管理
したいという希望がある。自立支援法施行後は
特にその要請が強いようである。本件でも本人
が「入所施設による金銭の管理を第 1に希望し
ている」という趣旨がどのようなものであるか、
本人が実際はどのような生活を臨んでいるの
か、見極める必要があろう。
　別の問題として、後見、保佐類型には本人の
同意が不要であるが、本件の補助類型には同意
が必要である。本件の本人の能力は、鑑定次第
で保佐類型にも該当する可能性はある。その場
合の本人の意思尊重は如何に調整されるのか。
また、親族が何らかの手段で本人に同意をする
よう説得した場合はどうか。補助類型の者が消
費者被害に遭いやすいように、親族からの巧妙
な説得により本人が真意ではなく申立てに了承
してしまう可能性は常にある。本件でも、詳細
は不明であるものの「平成13年3月13日付け『同
意書』」なるものが抗告後に取り付けられてい
るようである。対立当事者がない中での家裁審
判において、調査官あるいは裁判官がどこまで
本人の真意に近づくことができるのか。結局は、
公平・適切な鑑定や調査、審判がなされること
に尽きるが、対立構造を欠く家裁審判において
適切な制度運用がなされるよう、申立てから審
判後の状況まで、支援者等周囲の関係者が目を
見張ることが必要とされているといえるであろ
う。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
　知的障害のある人が権利侵害にあわずに暮ら
してくために成年後見制度の必要性が盛んに論
議されているが、論議の盛り上がりに比べて実
際に後見人を付ける人はそれほど増えていな
い。誰を後見人にしたらいいのか分からないと
いうのが多く聞かれる意見だ。そのため、親が
とりあえず後見人になるケースが相変わらず多

いが、親亡きあとはどうするのかということに
なると答えは依然として見つからないのが現状
なのである。
　親にとって安心できるのは兄弟姉妹が後見人
になってくれることだという考えは多い。しか
し、財産相続などを想定すると兄弟姉妹は被後
見人の障害者と利害が相反する。たとえ仲の良
い兄弟姉妹だからといっても、自分自身が家族
を持つようになれば、まずわが子のことを第一
に考えるようになるのは人の情の常であろう。
障害のある兄弟姉妹の年金を生活費や娯楽費に
流用しようというケースだって当然ながらあ
る。本件の申立人がどのような思惑で障害のあ
る兄の後見人になろうとしたのかは定かではな
いが、認知症の母親から委任状を取るという行
為自体に何かしらの思惑を感じ取れるようで不
安ではある。
　その一方、本件の障害者は弟が後見人になる
ことを嫌がり、入所施設に金銭の管理をしても
らうことを希望しているという。はたして、こ
の入所施設が本人からどのようにして信頼を勝
ち得ているのか不明だが、入所施設こそは障害
者本人の生活を丸ごと支える役割を担っている
のであり、その一方で施設経営を維持すること
を第一に考える存在でもある。そうした入所施
設が利用者の法律行為を代行する後見人になる
のは最もふさわしくないのは言うまでもない。
本件では施設が後見業務をすることは想定され
ていないが、財産管理を施設に委ねるというこ
とにも疑念を禁じえない。うがった見方をすれ
ば、施設側が障害者をして弟に後見業務を託さ
ないように示唆している要素はないのだろう
か、という議論も成り立ちうる。あからさまに
示唆・指示しないとしても、24 時間 365 日何か
ら何まで施設に自らの生活を委ねるうちに有形
無形の影響力を受け、無意識のうちに価値観を
支配されるというものではないのか。
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〈事実の概要〉
　Aは、知的能力が 6歳レベルの中度知的発達
遅滞の認められる知的障がい者であり、授産施
設に通園中の者である。被告人は、パチンコ店
駐車場においてAに甘言を用いて車内に連れ込
み、わいせつ目的でAを誘拐した上、移動後の
車内において抵抗するAを殴打するなどの暴行
を加え、さらに脅迫して反抗を抑圧した上、姦
淫した。これにより、Aは全治約 7日間の傷害
を負った。
　被告人は、強姦致傷については争わなかった
が、わいせつ目的誘拐の点については、強姦目
的でAを自動車に乗せたわけではないとして、
自白調書の任意性及び信用性を争い、同罪につ
いて無罪を主張した。

〈判旨〉
　判決は、次のとおりAの供述の信用性を認め
るとともに、被告人の供述調書の任意性及び信
用性は十分であり、わいせつ目的誘拐の犯罪事
実は優に認められるとし、Aが知的障がいを有
することを考慮した上で、強姦致傷と合わせて
懲役 4年 6月を言い渡した。
　「Aの供述は、同女が知的能力は 6歳レベル
の中度の知的発達遅滞の認められる知的障害者
であることや、証人尋問の際に見られた、同じ
質問に対する回答がしばしば異なるなどの供述
態度に鑑みると、その証言能力及び信憑性につ
いて慎重な検討を要するものというべきである
が、その供述の根幹部分である『被告人に誘わ
れ車に乗ったら、どこかに連れて行かれ、服を
脱がされ強姦された。』旨の出来事は、Aの能
力を前提にしても十分に弁識可能な単純な事柄
であって、被害者にとっても稀有で印象の残る
出来事であったと認められること、詳細につい
てはともかく、前記根幹部分については、供述
が一貫していること、Aが翌朝、自ら警察に電
話をして被害申告していること等を併せ考慮す

ると、前記根幹部分については、十分な信用性
が認められるというべきである。」
　「自らも知的障害を有する養子をもつ被告人
（当時）が、知的障害者を思いやるどころか、
これを利用して自己の性的満足を得ようとした
ものであって、動機に酌量の余地はなく、本件
は誠に卑劣で邪な犯行である。その犯行態様を
みるに、…社会的弱者に対する冷酷で無慈悲な
犯行というべく悪質である。Aは、同じ授産施
設に通う友人の父親である被告人から本件被害
に遭ったもので、全く落ち度はなく、被害結果
は重大であるし、被害者は自分が受けた肉体的・
精神的苦痛を十分に表現することはできないも
のの、被告人の厳重処罰を望んでおり、その心
身に受けた苦痛が甚大であることは明らかであ
る。また、Aが知的障害者であるがゆえに性的
被害に遭うことを懸念していたAの実母の処罰
感情にも厳しいものがあるが、これに対して被
告人は、何らの慰謝の措置もとっていない」「そ
うすると…など、被告人のために斟酌すべき事
情を十分に考慮しても、主文の刑を免れ得ない」

〈解説−法律家の立場から〉
1　刑事事件においても、知的障がいのある人
の供述の信用性の検討方法については、民事事
件と基本的には変わるところはない。本件では、
被害者供述の信用性の根拠として、	被害者の能
力を前提にしても十分に弁識可能な単純な事柄
であったこと、	被害者にとって稀有で印象に残
る出来事であったこと、	詳細についてはともか
く、根幹部分については供述が一貫しているこ
となどを挙げている。特に根幹部分の一貫性に
ついては、民事事件においても同様に重視され
るべき点である。逆に、根幹部分以外の点につ
いては、障がいの程度等を考慮して本件が「詳
細についてはともかく」としている点が興味深
い。同様に被害者供述の信用性を認めた事例と
して、横浜地裁平成 11 年 6 月 21 日判決（神奈

	16	 刑事事件における被害者供述の信用性
	　　　　神戸地裁平成16年1月27日判決
　　　　（平成 14 年（わ）第 1073 号わいせつ誘拐、強姦被告事件）
　　　　（判例集未掲載）
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川県青少年保護育成条例違反被告事件）がある。
この裁判でも、「証言の根幹部分においては動
揺がなく、大筋において一貫性があること」を
信用性の根拠とするほか、「証言内容が自然・
率直で具体性に富んでいる」「他の証人は『被
害者はものを作って言えない子である』と証言
している」ことなどを挙げている。また、認定
事実と異なる被害者の供述部分については、「本
件の根幹部分ではなく、記憶違いの可能性もあ
る」などとしている点が参考になる。
2　さて、本件では被告人が強姦致傷の事実を
争っていないため、犯行日時・場所の特定はな
されており、被害者供述が前記判示のとおり根
幹部分で一致しておりその信用性が認められれ
ば、有罪判決を書くことはさほど困難ではない
であろう。しかし、問題は被告人が完全否認し
ている場合である。多くの場合、発達障がいの
ある者にとって日時や場所に関する情報は重要
ではなく、供述の根幹部分ではない。したがっ
て、被害に遭った日時・場所を聞かれた際、別
の日時・場所と勘違いしてあるいは他の出来事
と混同して答えてしまうことも少なくない。被
告人が日時・場所を供述していれば、検察官は
被告人の供述を基にこれを公訴事実として起訴
できるが、それさえも供述していない場合、起
訴ができないあるいは有罪判決を出せないとい
う不合理な結果を生み出す可能性さえある。こ
れを回避するためには、捜査機関の慎重な捜査
が重要であるが、公判においても、発達障がい
者のかかる特性を十分考慮した上で、訴因絶対
主義に陥ることなく、訴因で特定される日時・
場所に可能な限り幅を持たせる、訴因変更に柔
軟に対応するなどの訴訟指揮が要求されるとこ
ろである。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
1　知的障害のある人の証言能力について、わ
が国の裁判所は懐疑的なまなざしを注ぎ、知的
障害者の権利救済にとって極めて厚い壁を形成
してきたのではなかったか。過去において甲山
事件や島田事件などで知的障害のある人や子ど
もの証言が裁判で否定され、捜査当局にとって
は冤罪事件として批判を浴びてきた歴史があ
る。そのために知的障害のある人の証言能力は

当てにならないと捜査や司法当局の間で考えら
れているのだとすれば、それは大きな間違いと
いうべきである。
　知的障害者の記憶力や証言能力については心
理学の分野で近年盛んに研究されているテーマ
でもあるが、障害者自身の記憶力は障害のない
人とそれほど変わらないという研究成果も多
い。むしろ、問題なのは彼らの記憶を的確に引
き出すための理解が足りないために間違った証
言を引き出し、しかも、それがあたかも障害ゆ
えに劣った点であると考えられていることであ
る。
　そうした背景を考えると本件判決が被害に
あった障害児の証言を十分に信用できると判断
したことは大いに評価できると考えられる。
2　性的被害はこれまでわが国においてはタ
ブー視される風潮があり、実際には相当な被害
がありながら表に出るのは氷山の一角と言われ
ている。あたかも被害者に何らかの落ち度が
あったのではないか、被害にあうこと自体が汚
らわしいというような偏見が、被害者に二重の
苦しみを加え、ますます被害が表に出にくい構
造を強化してきたのである。
　一方、性的被害は深い傷跡を被害者に残すこ
とが専門家の間で強調されている。アメリカに
おける PTSD（心的外傷症候群）の調査による
と、事故や自然災害にあった際にどのくらいの
割合で PTSDが発症するのかというと男女とも
10%未満であるのに対し、性的虐待では女性が
50%弱、男性は 65%もの高率で PTSDを発症す
るというのである。性的被害がいかに人間性の
根幹部分を傷つけているかを物語っているので
はないだろうか。
3　本件の加害者は知的障害の養子を持つ立場
であり、被害者にとっては同じ授産施設に通う
友人の父親から卑劣な性被害を受けたことを考
えると、懲役 4年 6月という罰は軽すぎるので
はないかとすら思えてくる。欧米諸国に比べて
性犯罪に対して日本は寛容ではないかと言われ
るが、PTSDによる被害者の苦しみを考えても
再考の余地があるのではないかと思えてくる。
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〈事実の概要〉
　被告人（当時 95 歳）は、長男家族と同居し
生活していたところ、重度の知的障がいを有し
特別養護老人ホームに入所中の四男A（当時 63
歳）の行く末を日頃から心配し、誰にも自分の
悩みを相談できずに一人で思い煩い、Aが帰省
したときはいつも長男家族に遠慮しながら自分
一人でAの世話をみてきた。平成10年1月1日、
被告人は帰省したAと自室で一緒に過ごしてい
たが、深夜Aの寝顔を見ているうち、自分の死
後のAの将来を案じて眠れなくなり、ついには
Aを殺して自分も死のう、と思い詰め、腰ひも
をAの首に巻き付けて締め付け、窒息死させて
殺害した。なお、被告人は自らも後を追って自
殺しようとしたが果たせなかった。
　一審（名古屋地豊橋支判平成 10・6・24 判タ
989 号 301 頁）は、本件犯行の動機は極めて独
り善がりである、たとえ母親であろうとも子の
命を軽々に奪うことが許されないことはいうま
でもない、また、本件は同様の境遇の中で生活
している人々を始めとして社会に与えた衝撃も
小さくないなどとして、懲役 3年の実刑判決を
言い渡した。控訴。

〈判旨〉
　破棄自判。懲役 3年、執行猶予 4年。
　「Aは重度の知的障害を持ってはいたが、そ
の生命が尊重されるべきことは、障害を負わな
い者と何らかわりはない。」「家族と相談するこ
となく、本件犯行に及んだ被告人の行為は独り
よがりのもので、刑事責任は重大である、とす
る原判決の説示も首肯できないものではない。」
　「本件犯行も、被告人のAに対する愛情の発
露として行われたものであることは間違いな
い。しかも、被告人が犯行当時 95 歳の高齢で
あり、持病の心臓病が徐々に悪化していたのも
事実であって、被告人が自分の健康に不安を感
じたのはむしろ当然であり、…。そうしてみる

と、本件の経緯、動機において、被告人には同
情すべき点が多いというべきである。これらに
加え、被告人は現在 96 歳の高齢であるが、こ
れまで前科前歴が全くないこと、前記のとおり
心臓病等の持病があって、健康状態が芳しくな
いこと、被告人の子であり、被害者の兄でもあ
る Bやその妻が、自分らにも反省すべき点が
あった旨述べて、寛大な刑を求めるとともに、
今後の監督を約していること等の諸事情も斟酌
すれば、被告人に対しては、その刑責は重いも
のの、むしろその刑の執行を猶予して、実刑に
処した原判決の量刑は重すぎて不当であるとい
わざるを得ず、論旨には理由がある。」

〈解説−法律家の立場から〉
1　障がいをもつ者の家族が周囲の様々な要因
から追いつめられ、無理心中を図ろうとする
ケースは後を絶たない。本件類似のケースとし
ては、中度知的障がい、多動、てんかんなどを
もつ次女の母親が、長女と次女の 2人を焼死さ
せた事案について懲役 7年の実刑判決を言い渡
したさいたま地裁平成 15 年 7 月 15 日判決や、
高機能自閉症をもつ長男の父親が長男を窒息死
させた事案につき、懲役 3年執行猶予 5年の判
決を言い渡した平成 15 年 5 月 15 日判決などが
あるが、公表されていない事例も相当数存在す
ると思われる。自立支援法成立後も、負担が増
えることで将来を悲観し無理心中を図るケース
が報道されている。
2　これらは、ケースごとに障がいの内容や家
庭の事情、親の身体的・精神的状況、本人に対
する支援態勢等が異なり、判断も微妙であるた
め、個々の事例について批評することは適切で
はない。一方で、このような事例の被告人の刑
事責任を論ずるにあたり、共通する部分がない
わけではない。本事例における一審、二審判決
が述べるように、「障がいがあろうとなかろう
と、その生命が尊重されるべきであることはな

	17	 無理心中事案における情状
	　　　　名古屋高裁平成10年10月1日判決
　　　　（平成 10 年（う）第 214 号殺人事件）
　　　　（判タ 989 号 299 頁）
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んら変わらない」「同様の境遇の中で生活して
いる人々など、社会に与える衝撃が小さくない」
「他方で、被告人が一人で問題を抱え込んでし
まう家庭内ないし地域的・社会的環境が存在す
る」ことは、いずれの事例においても程度の差
はあれ考慮されているといえよう。そこで着目
すべきは最後の点である。家族が一人で追いつ
められ、本件のようないたたまれない事例が起
こることのないような社会的基盤の整備が必要
であろう。親なき後の本人支援として、成年後
見制度やコミュニティフレンドを活用すること
は一つの手段である。また、地域全体での支援
体制の構築について、先進的な自治体を模範と
して各地で取り組まれる必要がある。大きな社
会制度としては、本人や家族の生活を追いつめ
る結果となっている自立支援法について大幅に
見直される必要があろう。また、根底にある障
がいのある者に対する差別意識の撤廃に向け
て、国内でも差別禁止法の制定が急がれる。本
件のような事例が制度改革だけでは解決しない
問題であるにしても、本人やその家族が暮らし
やすい環境を整えるためには、少なくとも国が、
地域があるいは周囲の支援者が、できる限りの
ことをしていかなければならないという問題提
起を本事例は含んでいる。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
1　どんな障害があってもその命は何よりも尊
重されるべきであることは言うまでもない。ど
のような状況にあったとしても、その命を奪わ
れることは決して許されてはならず、厳罰を
もって処すべきであるというのが正論であろ
う。
　ところが、知的障害のある人をその親が不憫
に思い、あるいは前途を悲観して無理心中を
図ったり、殺人を犯す痛ましい事件は現在も後
を絶たない。そして、このような事件が起きる
と、加害者である親に対して同情論がわき起こ
り、福祉の貧困さや地域社会の崩壊などに悲劇
の原因を求めようとする。
　これに対して、身体障害の当事者たちが「母
よ、殺すな」というメッセージを発したのは
1970 年代にさかのぼる。とかく親に同情論が起
きやすい世間に対して、殺される側からはっき

り「NO」を突きつける運動は大きなインパク
トを与えることになった。しかし、それからも
知的障害の本人たちがこの流れの中で発言する
ことはなく、1990 年代ごろになってようやくわ
が国でも知的障害のある本人たちが自らの権利
について社会的にアピールするようになった。
　しかし、そうしたムーブメントも詳細に見れ
ば、ものを言うことができる軽度の知的障害の
人たちがかろうじて参加しているものの、中重
度の知的障害者は相変わらず家族の保護の中
で、あるいは施設によって囲い込まれているの
である。
そして、このような無理心中の被害者は中重度
の障害者が多く、事件が起きるたびにやはり加
害者である親に同情論が起きるという構図はあ
まり変わっていないようにも思う。
2　わが国における親子関係を俯瞰して感じる
のは、親権が法的にも社会的にも非常に強くて、
子どもは親の所有物であって、親による暴力は
「しつけ」「教育」の名によって許される範囲が
広く、その一方で子どもが犯した過ちは親に責
任を求める風潮が強いのではないか。児童虐待
防止法が 2000 年に成立したが、それまではひ
どい虐待が親権の壁の向こうで行われていて
も、行政機関や捜査当局は容易には踏み込むこ
とができなかった。また、成人が罪を犯した際
には老いた親がマスコミの矢面に立ち、世間に
対する謝罪の意味であろうか自殺するケースも
有名事件では繰り返されてきた。
　知的障害の子どもを道連れにした無理心中の
際に、世間が加害者の親を同情するのは、わが
国の親子関係をめぐる特殊な社会的状況の同心
円を描く現象と言えるのではないか。特に言語
による表現が難しい中重度の知的障害者の場
合、身体障害者本人が「母よ、殺すな」と叫ん
だ状況を自らの手で切り開くことに多くの困難
が見られるのである。
　判断能力にハンディのある知的障害者の場
合、彼らの権利を守り法律行為を代行する成年
後見制度が、こうした状況を打開する一つの足
掛かりになるに違いないのだが、現状では親が
後見人となっているケースがまだ多いのが現状
である。無理心中は障害者本人にとっては自ら
の命を奪われるという人権侵害の最たるもので
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あり、その加害者である親が後見人となってい
るというのは、まさに知的障害者の福祉や権利
擁護をめぐるさまざまな矛盾を象徴的に物語っ
ているとは言えないだろうか。　
3　権利と義務が相矛盾しながら濃密に親子関
係を呪縛している現状を打開することは容易で
はないように思われる。障害者本人が望んでい
るかどうかに関わらず、親の安心感を満たすた
めに、あるいは親が負担を逃れたいがために、
わが子を入所施設に入れている現状を見ればそ
れがわかるのではないか。心中事件のように生
命を奪われるということにはならないにせよ、
障害者本人にとってはかけがえのない人生を管
理され、束縛されながら生きることは、「社会
的な死」を意味すると言っては語弊があるだろ
うか。
　そうした意味では障害者自立支援法によって
地域生活の資源が徐々にではあるが整備されて
きたことは決して小さな意味にとどまるもので
はない。制度導入時にあった原則 1割の利用者
負担が強調され、自立支援法といえば金銭的に
貧しい障害者と家族からさらに費用を徴収する
悪法のように喧伝されることが多いが、現状で
は低所得の人に対しては減免措置が施され、生
活保護世帯では負担ゼロ、平均でも 2・8%の負
担となっている。実質的な「応能負担」であり
09 年度通常国会で廃案となった自立支援法改正
案では「応能負担」に切り替えることが盛り込
まれていたのである。
　また、小泉内閣の財政再建・基礎構造改革路
線によって社会保障費の伸びを毎年 2200 億円
削減することが実施されてきたが、この間にも
自立支援法にかかる障害者福祉の予算は前年比
10%前後も伸びてきた。3障害一体のサービス
支給体制を組み、規制緩和や市町村主体の制度
運営を図ったことにより、これまで福祉資源が
なかった地域にも少しずつではあるが地域生活
の資源が整ってきたのである。
4　安心して地域で暮らしていくためには複数
の福祉サービスが地域に存在し、本人の自己決
定に基づく生活を支援するための相談支援事業
や権利擁護のシステムが有効に機能することが
重要だ。幼少期から親だけが障害児の生活を背
負うのではなく、障害の有無にかかわらず社会

全体が子育てを担う意識の変換と財政の転換が
必要である。そうした具体的な取り組みを欠い
ては重度の知的障害者が犠牲になる無理心中事
件をなくすことはできないのではないか。
　本件事件は、執行猶予が付いた控訴審判決が
確定した日、加害者の母親は亡くなった。96 年
の人生の終末期を見舞った絶望を思う時、この
国の貧困な福祉の罪深さを感じざるを得ない。
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〈事実の概要〉
　少年A（審判時 17 歳）は、平成 13 年 4 月、
家裁で児童自立支援施設送致の決定を受けた
が、その際、Aの抱える問題として、知的発達
の遅れ、集中力の欠如、衝動性の高さに加え、
対人関係において自分への関心を引くために挑
発的な行動をとったり、これがかなわない場合
に粗暴な行動に及ぶこと等が指摘されていた。
その後児童自立支援施設で処遇されてきたが、
他の入所者や施設職員らとのトラブルやこれら
に対する暴行等の行動を繰り返したため、児童
相談所によりぐ犯送致された。

〈決定の要旨〉
　中等少年院送致。
　「少年は、これまでの児童自立支援施設にお
ける処遇により、相当程度その問題点の改善が
みられたものの…少年をこれ以上開放的な施設
において処遇することには限界がある…一方、
少年の保護環境については、…本件審判手続を
経ても一貫して少年を家庭に受け入れることに
は消極的であり、現時点では少年につき社会内
処遇によりその更生を図らせることは不可能と
いわざるを得ない。」
　「そこで、少年に対しては、現時点においては、
少年院における矯正教育を選択するほかない。
この点、送致機関である児童相談所は、少年に
つき軽度の知的障害及び注意欠陥多動性障害の
疑いがあり、後者は人格障害に移行しつつある
旨指摘し、本件送致直前には少年を知的障害者
向けの施設で処遇することを検討していたもの
であり、本件送致の際には医療少年院送致が相
当である旨述べている。少年の人格の偏りや知
的発達の遅れが器質的な障害に起因する疑いが
あることはその指摘のとおりともいえるが、そ
の一方で、前記で指摘したとおり、少年は 2年
余りの児童自立支援施設における処遇によりそ
の生活態度がかなり改善され、知的能力も一定

程度開発されたことも認められるのである。そ
こで、現時点において少年に対して医療を主体
とした処遇を施すのが最善とは言い難く、むし
ろ、中等少年院において、個別的働きかけや行
動療法的処遇も考慮しながらも、基本的には一
般の少年と同様の処遇を受けさせ、年齢相応の
自己規制力、集団適応力、さらには自立心を身
に付けさせるとともに、自立を可能にするため
の力を養うための基礎的学力の向上や職業訓練
等を施すのが相当であると考える。」

〈解説−法律家の立場から〉
1　詳細が不明なため、本件個別事案について
批評することは避けたい。本件は、ただでさえ
選択肢が限定されている少年事件について、発
達障がいを有する少年が往々にして選択の狭間
におかれることを示している。少年事件におい
ては、不処分や保護観察のように家庭等の社会
に戻される社会内処遇と、障害児施設、児童自
立支援施設及び少年院のような施設に送致され
る施設内処遇が存在する。発達障がいを有して
いる少年が仮に非行行為を繰り返した場合、施
設内処遇、とりわけ少年院の選択が迫られる。
本件のように審判時18歳に近づいた少年にとっ
ては、障害児施設や児童自立支援施設が受入れ
に難色を示すことも少なくないため、少年院送
致の可能性が高まる（とはいっても、児童自立
支援施設が決して発達障がいのある少年にとっ
て十分対応可能な施設とは思えない）。少年院
送致の場合、医療少年院送致か一般の少年院送
致かが選択される。昨今、家裁実務はADHD、
アスペルガー、広汎性発達障がい等に強い関心
を持つとともに研究、研修を行い、医療少年院
においては個別プログラムを通じた対応が可能
な状況にあるといわれている。しかし、ケース
にもよるが投薬に頼るなど未だ十分な状況にあ
るとは言えず、特に知的障がい児や従来型の自
閉症児への対応の専門性があるとは言い難い。

	18	 少年の処遇
	　　　　釧路家裁北見支部平成15年7月14日判決
　　　　（平成 15 年（少）第 93 号ぐ犯保護事件）
　　　　（家月55巻12号94頁）
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また、発達障がい児が非行を繰り返す背景には、
専門的指導の欠如と背景にある家庭環境を含め
た支援態勢の不整備が複雑に絡み合っているこ
とが多く、社会内で複数の支援者が連携を取っ
てこれらを改善していかなければ、本人の更生
には繋がらない。また、本人が地域の慣れ親し
んだ環境下で教育や医療を受け余暇を過ごして
いる場合、矯正施設に送致されることで大きな
ストレスを抱え、その後社会に返されても通常
の生活に戻るまでに相当時間を要するなどの不
利益も想定される。したがって、多くの場合社
会内処遇が最善の処遇であることは明白であ
り、であるからこそ多くの審判は限られた選択
肢の中で迷いを見せるのである。なお、この点
は成人の発達障がい者についても同様であり、
障がいに応じた個別的な指導をもって本人の更
生をはかる場所が存在することは、矯正施設の
選択を迫られていた裁判官にとって有力な選択
肢となることが多い。
2　さて、そうはいっても非行の内容や非行歴
等から、施設処遇が避けられないこともある。
その場合、やはり一般の少年院送致か医療少年
院送致かが迫られる。少年院においては、実際
は知的障がいを含めた発達障がいの少年が非常
に多いといわれている。いずれの施設において
も、職員が本人の行動を抑制するだけの投薬治
療に依存することなく、一人一人が専門的知見
を備え、より本人に適した個別プログラムの実
践に努めるべきである。

〈解説−福祉関係者の立場から〉
1　非行の低年齢化や凶悪化が叫ばれるのを背
景に、少年に対して厳罰化や司法の介入を促す
ような法改正や制度改革が進んでいるのが近年
の流れである。また、精神鑑定で重大事件を犯
した少年にアスペルガー症候群などの発達障害
や人格障害が診断されるというケースも相次い
でいる。それがどのくらい頻発しているのかと
いう客観的なデータ分析よりも、マスコミによ
るセンセーショナルな報道、それを追い風とし
て厳罰化を進めようとしている政治勢力や刑事
政策の担当者の意向が、法改正や制度改革を進
めているということは言えるだろう。
　その一方で、発達障害のある子どもにとって

暮らしにくい生活環境や社会の意識が広がって
いるのではないかとの指摘もある。これまでは
家庭や地域社会の中で暮らしやすいとは言えな
いながらも何とか問題を起こさずに成長してき
た彼らが、耐えきれずに反社会的な行動を誘発
するような社会状況が現出しているというので
ある。異質なものを排斥しようという風潮、迷
惑をかけられることへの不寛容などは我々の日
常生活に満ち溢れている。そうした空気が発達
障害や知的障害のある子どもにとって暮らしに
くい状況を作っているのではないかというので
ある。
2　しかしながら、こういう時代だからこそ福
祉の存在がより一層重要になるのだが、福祉へ
の期待と裏腹に福祉現場は相変わらず貧困なま
まに据え置かれている。わが国の福祉はヨー
ロッパの先進国と比べて予算面でははなはだし
く見劣りするが、その中でも児童福祉に関する
予算は一段と少ないのが特徴だ。子どもは家族
が面倒を見るものだという前提があるためだ
が、児童福祉の現場は予算も人員が足りないた
めに、本来要求されるべき業務ができず、その
ために社会的評価も高くはなく、有能な人材も
集めたりつなぎとめたりすることが困難という
負のスパイラルに陥っているのではないか。
　子どもの問題は本来は福祉の中で解決を図る
べきであり、児童自立支援施設にいた少年がさ
まざまな問題を起こすようになったために少年
院へと送致するということ自体が福祉の敗北以
外の何ものでもない。近年は少年院も発達障害
や知的障害の少年の特性に合わせた矯正教育が
行われ、実績も上げていると聞く。それは重要
なことで今後もそうした矯正教育の充実に尽力
すべきではあるが、児童自立支援施設など子ど
もの福祉のための資源を整備し充実させていく
ことが現代においても最優先して求められてい
るように思える。
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